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（注１）  冊子中の用語等の表記について  

豊中市公文書の開示等に関する条例（以下「旧条例」という。）を全部改正し、豊中

市情報公開条例（以下「新条例」という。）と名称も新たに平成１３年１０月１日から

施行したことに伴い、旧条例中において用いられた用語等の表記については、原則とし

て新条例における用語等によることとしました。  

 

（注２）  「審査請求」と「不服申立て」について  

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴い、平成２８年４月１日から、

「異議申立て」の手続が廃止され、「不服申立て」の手続が「審査請求」の手続に一本

化されたことから、平成２８年度分の冊子より「不服申立て」の表記を「審査請求」に

改めました。  

   

（注３）  冊子中の「合計」欄について  

制度創設時から令和４年度までの件数等の累計を表しています。  

 



 

 

 

Ⅰ. 行政文書開示制度の運用状況 

 

(1) 行政文書開示制度の運用の経過 

 区   分 令和３年度 令和４年度 合     計  

請求件数 451 件( 273) 625 件( 373) 19,715 件(4,395) 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全部開示 156 件(  76) 131 件(  67) 7,452 件(1,425)  

部分開示 169 件( 128) 301 件( 168) 7,942 件(2,307) 

不開示 29 件(  27) 17 件(   7) 461 件( 101) 

不開示 

（文書不存在） 
66 件(  25) 138 件( 102) 843 件( 281) 

存否応答拒否 2 件(   1) 3 件(   1) 28 件(  9) 

取下げ 29 件(  16) 35 件(  28) 2,965 件( 271) 

却下 0 件(   0) 0 件(   0) 24 件(  1) 

特 例 延 長 42 件(   32) 56 件(  15)  

開 示 率 91.8 ％(88.3%) 96.2 ％(97.1%) 97.1 ％(97.3%) 

審査請求件数 2 件 4 件 126 件 

＊ １ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示してい

ます。 

  ２ 「不開示（文書不存在）」及び「存否応答拒否」の件数は、新条例施行（平成１３

年１０月１日）後の数を示しています。 

  ３ 審査請求の件数は、平成２７年度以前の行政不服審査法に基づく「不服申立て」の

件数を含んだ数を示しています。 

 

    ※ 金入り設計書は、令和２年度から「豊中市工事等金入り設計書の情報提供に関する要綱」に

基づく情報提供に切り替えたため、上記の開示請求件数等には含まれていません。 

※ 開示率＝（全部開示件数＋部分開示件数）÷（全部開示件数＋部分開示件数＋不開示件数） 

ただし、不開示件数には、不開示（文書不存在）及び存否応答拒否は含めていません。 
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(2)　部局別開示請求件数 （単位：件）

実 施 機 関 名 部 局 名 担 当 課

1 市 長 ― 人 権 政 策 課 4 ( 1 )

総 務 部 行 政 総 務 課 16 ( 4 )

法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 課 6 ( 5 )

デ ジ タ ル 戦 略 課 2 ( 0 )

人 事 課 25 ( 18 )

職 員 課 1 ( 1 )

契 約 検 査 課 7 ( 7 )

都 市 経 営 部 経 営 計 画 課 4 ( 1 )

秘 書 課 5 ( 4 )

広 報 戦 略 課 6 ( 4 )

都 市 活 力 部 魅 力 文 化 創 造 課 2 ( 2 )

環 境 部 環 境 政 策 課 53 ( 51 )

公 園 み ど り 推 進 課 8 ( 7 )

美 化 推 進 課 14 ( 14 )

事 業 ご み 指 導 課 51 ( 51 )

財 務 部 財 政 課 3 ( 1 )

資 産 管 理 課 111 ( 68 )

施 設 課 13 ( 13 )

市 民 税 課 0 ( 0 )

固 定 資 産 税 課 15 ( 15 )

債 権 管 理 課 11 ( 7 )

市 民 協 働 部 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 課 2 ( 2 )

く ら し 支 援 課 1 ( 1 )

福 祉 部 福 祉 指 導 監 査 課 1 ( 1 )

福 祉 事 務 所 1 ( 1 )

障 害 福 祉 課 1 ( 1 )

長 寿 社 会 政 策 課 1 ( 1 )

健 康 医 療 部 健 康 政 策 課 45 ( 16 )

衛 生 管 理 課 2 ( 2 )

保 健 予 防 課 31 ( 3 )

母 子 保 健 課 12 ( 12 )

こ ど も 未 来 部 こ ど も 政 策 課 2 ( 2 )

こ ど も 相 談 課 1 ( 1 )

都 市 計 画 推 進 部 住 宅 課 5 ( 0 )

都 市 整 備 課 1 ( 1 )

開 発 審 査 課 2 ( 0 )

建 築 安 全 課 6 ( 6 )

中 高 層 建 築 調 整 課 1 ( 1 )

都 市 基 盤 部 基 盤 整 備 課 1 ( 1 )

基 盤 管 理 課 44 ( 9 )

基 盤 保 全 課 1 ( 0 )

維 持 修 繕 課 5 ( 5 ) 523 ( 340 )

2 上下水道事業管理者 上 下 水 道 局 経 営 部 総 務 課 2 ( 0 )

お 客 さ ま セ ン タ ー 窓 口 課 4 ( 0 )

お客さまセンター 給排水サービス課 6 ( 0 )

上 下 水 道 局 技 術 部 水 道 建 設 課 3 ( 0 )

浄 水 課 2 ( 2 )

水 道 維 持 課 1 ( 0 )

下 水 道 建 設 課 1 ( 0 )

下 水 道 管 理 課 2 ( 1 ) 21 ( 3 )

3 消 防 長 消 防 局 警 防 課 1 ( 1 )

予 防 課 2 ( 2 )

北 消 防 署 2 ( 1 )

新 千 里 消 防 署 1 ( 1 ) 6 ( 5 )

4 教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 事 務 局 教 育 総 務 課 2 ( 0 )

中 央 公 民 館 3 ( 0 )

学 校 給 食 課 11 ( 11 )

教 職 員 課 44 ( 6 )

学 校 教 育 課 2 ( 2 ) 62 ( 19 )

5 選 挙 管 理 委 員 会 選挙管理委員会事務局 ― 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

6 監 査 委 員 監 査 委 員 事 務 局 ― 7 ( 0 ) 7 ( 0 )

7 固定資産評価委員会 固 定 資 産 評 価 委 員 会 ― 3 ( 3 ) 3 ( 3 )

8 市 議 会 事 務 局 議 事 課 2 ( 2 ) 2 ( 2 )

20部局 63課 625 ( 373 ) 625 ( 373 )

＊　（　）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示しています。

8実施機関

小　計請 求 件 数

2



 

 

 

 (3) 不開示理由の内訳 

（単位：件） 

区  分 令和３年度 令和４年度 合    計 

請求件数 451 ( 273 ） 625 ( 373 

 

) 19,715 ( 4,395 ） 

不開示又は部分開示件数 198 ( 155 ） 318 ( 175 ) 8,403 

 

( 2,408 ） 

内訳             

個人情報 137 ( 99 ） 246 ( 121 ) 6,052 ( 1,787 ） 

法人等情報 60 ( 48 ） 137 ( 76 ) 5,468 ( 1,783

5 

） 

審議検討等情報 0 (   0 

 

） 0 (   0 

 

) 138 ( 29 

 

） 

事務事業情報 54 ( 49 ） 52 ( 38 ) 1,420 ( 198 ） 

任意提供情報 0 (   0 ） 0 (   0 ) 8 ( 2 ） 

公共安全等情報 30 ( 26 ） 39 ( 26 ) 391 ( 99 ） 

法令秘等情報 1 ( 1 ） 1 ( 1 ) 15 ( 6 ） 

国等協力関係情報等 
    

  47 ( 0 ） 

＊ １ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示していま

す。 

２ 不開示または部分開示には一つの決定で複数の理由による場合があり、内訳に記載さ

れた件数の合計と不開示又は部分開示件数は一致しません。 

３ 不開示理由のうち、旧条例の意思形成過程情報、生命等保護等情報、法令秘情報・法

定受託事務情報は、それぞれ新条例の審議検討等情報、公共安全等情報、法令秘等情報

として取り扱うものとします。 

４ 国等協力関係情報等には、任意提供情報を含んでいます。（新条例においては、国等

協力関係情報は不開示情報から削除しましたが、区分欄にはそのまま残しました。） 

3



 

(4) 開示請求者の内訳 

（単位：件） 

区   分 令和３年度 令和４年度 合   計 

市内に住所を有する者 132 207 11,882 

事務所等を有するもの 16 6 2,553 

在勤者 30 39 813 

在学者 0 0 13 

納税義務者 0 0 20 

利害関係者 0 0 39 

任意申出者 273 373 4,395 

合   計 451 625 19,715 

＊ 請求者については複数該当する場合がありますが、請求者の要件はいずれか一つに該当す

ればよいので、請求者が記入したもので分類しました。 
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(5) 開示の実施方法 

（単位：件） 

区   分 令和３年度 令和４年度 合   計 

閲覧のみ 142 ( 128 ） 86 ( 61 ) 1,805 ( 274 ） 

閲覧と写し等の交付 64 ( 7 ） 247 ( 120 ) 6,104 ( 478 ） 

写し等の交付のみ 119 ( 69 ） 99 ( 39 ) 7,288 ( 2,843 ） 

聴取又は視聴 0 ( 0 ） 0 ( 0 ) 0 ( 0 ） 

未実施 0 ( 0 ） 0 ( 0 ) 197 ( 122 ） 

合   計 325 ( 204 ） 432 ( 220 ) 15,394 ( 3,717 ） 

＊ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示しています。 
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Ⅱ. 個人情報保護制度の運用状況 

 

(1) 個人情報保護制度の運用の経過 

区  分 令和３年度 令和４年度 合   計 

請 求 件 数 130 件 160 件 2,084 件 

処 
 
 

理 
 

 

状 
 

 

況 

全部開示 
59 件 75 件 1,237 件 

（承 諾） 

部分開示 
58 件 72 件 577 件 

（一部承諾） 

不 開 示 
3 件 2 件 83 件 

（全部拒否） 

文書不存在 
9 件 8 件 117 件 

（全部拒否） 

存否応答拒否 0 件 0 件 1 件 

取下げ 1 件 3 件 64 件 

却 下 0 件 0 件 5 件 

特 例 延 長  0 件  

審 査 請 求 件 数 3 件 5 件 62 件 

 
○ 令和４年度は、１６０件の請求があり、自己に関する情報の開示請求が１５８件、訂正

等請求が２件でした。 

 

制度化以来では２，０８４件の請求があり、その内訳として、自己に関する情報の開示

請求２，０２９件、目的外利用等の中止請求２１件、削除請求２７件、訂正請求７件とな

っています。 

 

平成１８年度からは、「市立豊中病院の診療録（カルテ）（担当：医療情報室）」の開

示請求については豊中市個人情報保護条例第２９条に規定する開示請求の特例によること

としました。なお、令和４年度は１５９件の請求があり、全部開示１４８件、文書不存在

による不開示９件、取下げ２件でした。 

平成１８年度からの合計は１，０８６件で、全部開示１，００９件、部分開示１件、文

書不存在による不開示６９件、取下げ７件です。 

′ヽ  
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(2) 不開示理由の内訳（自己情報の開示請求） 

（単位：件） 

区  分 令和３年度 令和４年度 合  計 

請 求 件 数 126 158 2,029 

不開示・文書不存在又は部分開示

件数 
66 80 728 

内訳 

本人情報 0 0 4 

第三者の個人情報 38 52 408 

法人等情報 13 17 84 

審議検討等情報 1 0 19 

事務事業情報 20 25 182 

任意提供情報 0 0 5 

公共安全等情報 1 1 21 

法令秘等情報 0 4 4 

文書不存在 7 7 102 

旧条例に基づく不開示理由の内訳 

法令秘情報 
 

 2 

評価・診断等情報 
 

 19 

事務事業執行情報 
 

 55 

文書不存在（Ｈ13年から） 
 

 12 

＊ 不開示・文書不存在又は部分開示には一つの決定で複数の理由による場合があり、内

訳に記載された件数の合計と不開示・文書不存在又は部分開示件数は一致しません。 

＊ 不開示理由の内訳は、新条例施行（平成１７年１０月１日）以後に決定を行ったものについ

ては新条例の区分により、それ以前に決定を行ったものは旧条例の区分によります。 
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(3) 部局別開示等請求件数 

    （単位：件） 

  実施機関名 部 局 名 担 当 課 請求件数 小計 

1 

  

  

  

市 長 ― 人 権 政 策 課 4 

 

総 務 部 法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 課 1 

 デ ジ タ ル 戦 略 課 1 

 人 事 課 2 

都 市 経 営 部 広 報 戦 略 課 3 

市 民 協 働 部 市 民 課 44 

 庄 内 出 張 所 1 

 新 千 里 出 張 所 4 

福 祉 部 福 祉 事 務 所 1 

障 害 福 祉 課 35 

長 寿 社 会 政 策 課 1 

長 寿 安 心 課 35 

健 康 医 療 部 健 康 政 策 課 1 

保 険 給 付 課 5 

こ ど も 未 来 部 こ ど も 相 談 課 3 

  都 市 計 画 推 進 部 住 宅 課 1  

  都 市 基 盤 部 基 盤 管 理 課 1 143 

2 病 院 事 業 管 理 者 市 立 豊中 病 院事 務局 病 院 総 務 課 1 1 

3 消 防 長 消 防 局 北 消 防 署 2  

   能 勢 町 分 署 1 3 

4 教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 課 2 

    児 童 生 徒 課 1 3 

5 監 査 委 員 監 査 委 員 事 務 局 ― 10 10 

  ５実施機関 １３部局 ２３課 160 160 
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(4) 開示の実施方法（自己情報の開示請求） 

（単位：件） 

区    分 令和３年度 令和４年度 合   計 

閲 覧 の み 6  2  57  

閲覧と写し等の交付 15  24  813  

写 し 等 の 交 付 の み 96 (26) 121 (51) 900 (252) 

聴 取 又 は 視 聴 0  0  0  

未 実 施 0  0  39  

合 計 117 (26) 147 (51) 1,809 (252) 

＊ （ ）内の数字は、郵送の件数（内数）を示しています。 

 

 

(5) 個人情報ファイルの設置届出等の状況 

 

区    分 件  数 

設 置 届 出              ０ 件 

変 更              ０ 件 

廃 止              ０ 件 

       合     計  ０ 件 
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Ⅲ．審査請求の処理状況 

 

（１）処理の経過                             （単位：件） 

区   分 令和３年度 令和４年度 合計 

  行政文書 2 4 126 

新 規 請 求 件 数 個人情報 3 5 62 

  合 計 5 9 188 

  

  

 

 

処 

 

 

理 

 

 

状 

 

 

況 

  

  

  

  

  行政文書 0 0 7 

却  下 個人情報 1 0 2 

  小 計 1 0 9 

  行政文書 0 0 8 

全部認容 個人情報 0 0 5 

  小 計 0 0 13 

  行政文書 0 0 18 

部分認容 個人情報 0 0 9 

  小 計 0 0 27 

  行政文書 2 1 68 

棄  却 個人情報 2 0 33 

  小 計 4 1 101 

  行政文書 0 2 23 

取 下 げ 個人情報 0 0 6 

  小 計 0 2 29 

  行政文書 2 3 124 

合  計 個人情報 3 0 55 

  合 計 5 3 179 

審 理 中 案 件 

（年度末時点） 

行政文書 1 2  

個人情報 2 7  

合 計 3 9  

 

令和４年度の審査請求は、行政文書に関するものが４件、個人情報に関するものが５件ありま

した。処理状況は、行政文書に関するものは棄却が１件、取り下げられたものが２件、次年度に

審理が繰り越されたものが２件でした。個人情報に関するものは、次年度に審理が繰り越された

ものが７件でした。 
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豊 情 個 審 答 申 第 ６ ４ 号 

令和４年(2022 年)８月１日  

 

豊中市長  

長 内  繁  樹 様  

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会  

会 長  塩  川  茂  

 

 

豊中市情報公開条例の規定に基づく行政文書部分開示決定処分

について（答申）  

 

 令和４年（2022 年）１月２５日付け諮問第５２号により諮問を受けた豊中市

情報公開条例に基づく行政文書の開示請求に係る取扱いについて、別添のとお

り答申します。  
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第一 審査会の結論 

 豊中市長が行った、「道路占用許可申請書（更新）について（上水道分） 令和元年７

月２日付け豊水維継２号」に係る行政文書部分開示決定は妥当である。 

 

第二 審査請求の経過 

１ 開示請求 

審査請求人は、令和３年８月３１日、豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例

第２８号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、行政文書の名称又は

内容を「水道の引込管の占用の更新の資料一切 更新手続のすべて」とする開示請求

（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

２ 実施機関の決定 

条例第２条第１号に規定する実施機関である豊中市長（以下「実施機関」という。）

は、同年９月１４日、本件開示請求に係る行政文書を「道路占用許可申請書（更新）

について（上水道分） 令和元年７月２日付け豊水維継２号」（以下「本件行政文書」

という。）と特定し、「水道引込管の埋設位置は公にすることにより、人の生命、健康、

生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が

生じるおそれのある情報であるため開示できません。」との理由を付して、行政文書部

分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

３ 審査請求 

審査請求人は、同年１０月７日、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）の定めるところにより、同法第９条第１項に規定する審査庁であ

る豊中市長（以下「審査庁」という。）に対し審査請求（以下「本件審査請求」という。）

を行った。 

４ 審査会への諮問 

 審査庁は、令和４年１月２５日、条例第１８条第１項の規定に基づき豊中市情報公

開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に、本件審査請求について諮問し

た。 

 

第三 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消し、その開示を求める。 

 

第四 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人の主張の要旨は、以下のとおりである。 

水道引込管の資料が不完全であり、開示文書が適切ではない。 

 

第五 実施機関の主張の要旨 
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実施機関の主張の要旨は、以下のとおりである。 

水道給水管の埋設位置を公にすることは、悪意を持った第三者による給水管の損傷、

破壊行為や異物混入等を容易にし、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防

又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるため、不開示と

したものである。 

 

第六 審査会の判断 

１ 本件行政文書について 

  本件行政文書は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項の規定によ

り道路の占用の許可を受けた水道給水管について、占用許可期間満了後も同一の占用

を継続するため、豊中市道路占用規則（昭和２９年豊中市規則第７号。以下「規則」

という。）第１５条第１項の規定による更新手続きが行われた文書である。 

２ 条例の基本的な考え方 

 条例は、市民の行政文書に対する開示請求権を保障するとともに、豊中市がその諸

活動について説明責任を有し、それを果たすべきであるとの基本的な考え方を示して

いる。 

 条例第７条では、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書

に不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政

文書を開示しなければならない」と規定し、行政文書の開示請求に対しては、原則と

して全部開示すること、及び開示しない場合としては、同条各号で定める不開示情報

が記録されているときに限られることを示している。 

 条例第７条第６号では、「公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保

護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのあ

る情報」を不開示情報と規定している。具体的には、開示することにより、犯罪等を

誘引するおそれがある情報、その他市民の平穏な社会生活が阻害されるおそれのある

情報は、防犯上の観点から不開示とすることを規定している。 

３ 本件審査請求に係る条例第７条第６号該当性の判断 

  本件処分において、不開示とした情報は、規則第１５条第１項の規定による更新手

続きにおいて添付された給水管の管路データであり、この中には、水道給水管の埋設

位置の情報が含まれている。 

  水道給水管の埋設位置を特定する情報については、公にすることにより、悪意を持

った第三者による給水管の損傷・破壊行為や異物混入等を容易にするという実施機関

の主張は否定し難く、市民の平穏な社会生活が阻害されるおそれがあると言える。 

したがって、水道給水管の埋設位置は、条例第７条第６号に規定する公にすること

により、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報に該当すると認められる。 
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 ４ 結論 

よって、審査会は「第一 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

  令和４年（２０２２年）８月１日 

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会 

会  長  塩 川   茂 

 

委  員  塩 野 隆 史 

 

委  員  中 川 丈 久 

 

委  員  前 田 雅 子 

 

委  員  野 田 邦 子 

 

14



Ⅳ．情報提供の運用状況 

 

(1) 情報提供の運用の経過 

利用者数の推移                               （人） 

区   分 令和３年度 令 和 ４ 年 度 合   計 

利 用 者 数 １，２９３ ９４２ １３７，８８７ 

 

○ 市政情報コーナーは、平成元年１０月の公文書開示等制度（現行政文書開示制度）と個人情

報保護制度の実施にあわせて設置され、これらの制度の総合窓口として開示請求の受付などを行

うとともに、各主管課で作成し、当コーナーへ送付された市政に関する資料や、当コーナーで収

集した刊行物等を中心として市民の皆さまに情報提供を行っています。また、車椅子等でお越し

になる方にとっても利用しやすいよう書架等を配置しています。 

また、市政情報コーナーでは、保有資料の閲覧や複写、提供のほか、市政に関する情報の相談

や案内も行っています。そのほか、市史資料集等、有料頒布資料の販売も行っています。 

市政情報コーナーのほか、図書館など市内１０ヶ所の施設に設置する市政資料展示コーナー

や、市ホームページにおいても情報提供を行っています。最近では、市ホームページに掲載す

る情報の充実などにより、市政情報コーナーの利用者数は減少傾向にあります。 
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(2)保有資料の複写状況（行政文書開示等によるものを含む。）

月 月 数量（個） 収入額(円)

4 4 48 8,160

5 5 23 3,910

6 6 13 2,210

7 7 11 1,870

8 8 5 850

9 9 2 340

10 10 1 170

11 11 4 680

12 12 5 850

1 1 1 170

2 2 3 510

3 3 0 0

計 計 116 19,720

1,527

1,541

16,171

6,428

1,140

143

485

9,050

10,501

4,69175 389

95 812

89 866

（電磁的記録）

7,302

12,688

74 600

942

91

13

78

96

7,446 89,765

5,119

81 445

87 481

8,162

5,665

92 388

 取扱件数（件）  複写枚数（枚） 収入額（円）

71 170 2,447
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№ 資　　　料　　　名 主管課名 単価(円）

1 市史研究とよなか（第１・２号） 行政総務課 各1,000

2 豊中市史資料集（１・２・３・４） 〃 各1,200

3 新修豊中市史（集落・都市） 〃 5,400

4 新修豊中市史（自然） 〃 5,400

5 新修豊中市史（古文書・古記録） 〃 5,400

6 新修豊中市史（学校教育） 〃 5,400

7 新修豊中市史（民俗） 〃 5,400

8 新修豊中市史（社会教育） 〃 5,400

9 新修豊中市史（社会経済） 〃 5,400

10 新修豊中市史（考古） 〃 5,400

11 新修豊中市史（美術） 〃 5,400

12 新修豊中市史（通史１） 〃 5,400

13 新修豊中市史（通史２） 〃 5,400

14 豊中市文書館史料集1 〃 1,000

15 豊中市文書館史料集2 〃 1,600

16 豊中市文書館史料集3 〃 1,600

17 第４次豊中市総合計画 経営計画課 1,300

18 第２次豊中市都市計画マスタープラン 都市計画課 1,000

19 豊中市都市景観形成マスタープラン(推進編) 〃 1,200

20 豊中市都市景観形成マスタープラン(計画編) 〃 1,300

21 まちなみづくりの手引き(建築物・工作物・開発行為編) 〃 400

22 まちなみづくりの手引き(公共施設編) 〃 200

23 まちなみづくりの手引き(屋外広告物編) 〃 200

24 とよなか歴史・文化財ガイドブック 社会教育課 500

 (3) 有料頒布資料一覧
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(4) 配架されている主な資料 
 

 
区   分 主 な 資 料 名 

 

①市の刊行物 統計書、総合計画等各種計画書、市政年鑑、広報とよなか、市議会会議録、

教育委員会会議録、各種審議会会議録、新修豊中市史、豊中市史資料、豊

中市議会史、豊中市公告、予算書、決算書、予算の概要、予算説明書、議

案、議案参考資料、施政方針、一般会計・特別会計決算及び基金運用状況

審査意見書、年齢別男女別人口（１歳、５歳きざみ、小・中学校区別、町

丁目別、町目別）、町丁目別人口・世帯、推計人口、各種調査報告書・年

報、市機構図、地形図、固定資産路線価図、都市計画図、住居表示図、ア

ーバンデザイン等各種指針、市税概要、豊中市街地図 

②国の刊行物 国勢調査報告書（昭和３５年から）、地価公示（平成１３年から平成３１

年まで） 

（令和４年度） 
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 審議会等の会議の公開状況

 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

1 防災会議 附 属 機 関 危 機 管 理 課 0 0 公 開 0

2 国民保護協議会 附 属 機 関 危 機 管 理 課 0 0 公 開 0

3 男女共同参画苦情処理委員会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 1 0
一 部
非 公 開

0

4 男女共同参画審議会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 2 公 開 6

5
男女共同参画推進センター指定管理
者選定評価委員会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 0 0
一 部
非 公 開

0

6 同和問題解決推進協議会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 3 3
一 部
非 公 開

2

7 外国人市民会議 その他の会議 人 権 政 策 課 4 4 公 開 4

8
国際交流センター指定管理者選定評
価委員会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 0 0
一 部
非 公 開

0

9
人権文化のまちづくりをすすめる協
議会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 2
一 部
非 公 開

2

10
豊中市人権平和センター業務委託事
業者選定評価委員会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 3 0
一 部
非 公 開

0

11 豊中市行政文書等審議会 附 属 機 関
総 務 部
行 政 総 務 課

1 1 公 開 1

12
情報公開・個人情報保護運営委員会
(部会有）

附 属 機 関
総 務 部 法 務 ・
コンプライアンス課

12 10
一 部
非 公 開

0

13 情報公開・個人情報保護審査会 附 属 機 関
総 務 部 法 務 ・
コンプライアンス課

7 - 非 公 開 -

14 行政不服審査会 附 属 機 関
総 務 部 法 務 ・
コンプライアンス課

1 - 非 公 開 -

15 情報化計画策定評価委員会 附 属 機 関
総 務 部
デ ジ タ ル 戦 略 課

2 2 公 開 0

16 特別職報酬等審議会 附 属 機 関
総 務 部
人 事 課

1 1 公 開 0

17 公務災害補償等認定委員会 附 属 機 関
総 務 部
職 員 課

3 - 非 公 開 -

18 公務災害補償等審査会 附 属 機 関
総 務 部
職 員 課

0 - 非 公 開 -

Ⅴ. 会議公開制度の運用状況

令和5年3月31日現在
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

19 総合計画審議会（部会有） 附 属 機 関
都 市 経 営 部
経 営 計 画 課

9 9 公 開 8

20
まち・ひと・しごと創生総合戦略委
員会

附 属 機 関
都 市 経 営 部
経 営 計 画 課

5 5 公 開 1

21 公共施設等有効活用委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
創 造 改 革 課

2 2 公 開 4

22 経営戦略会議 その他の会議
都 市 経 営 部
創 造 改 革 課

3 - 非 公 開 -

23 名誉市民選考委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
秘 書 課

0 - 非 公 開 -

24 とよなか都市創造研究所運営委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
とよなか都市創造研
究 所

3 3 公 開 1

25 豊中ブランド戦略審議会（部会有） 附 属 機 関
都 市 活 力 部
魅 力 文 化 創 造 課

3 3
一 部
非 公 開

1

26 文化芸術振興審議会（部会有） 附 属 機 関
都 市 活 力 部
魅 力 文 化 創 造 課

3 2
一 部
非 公 開

0

27
市民ホール等指定管理者選定評価委
員会

附 属 機 関
都 市 活 力 部
魅 力 文 化 創 造 課

0 0
一 部
非 公 開

0

28 スポーツ推進審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
ス ポ ー ツ 振 興 課

3 3 公 開 1

29 体育施設指定管理者選定評価委員会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
ス ポ ー ツ 振 興 課

0 0
一 部
非 公 開

0

30 大規模小売店舗立地審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
産 業 振 興 課

1 1 公 開 1

31 産業振興審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
産 業 振 興 課

2 1
一 部
非 公 開

0

32 都市農業振興基本計画審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
産 業 振 興 課

1 1 公 開 1

33 環境審議会 附 属 機 関
環 境 部
環 境 政 策 課

4 4 公 開 9

34 環境保全審査会 附 属 機 関
環 境 部
環 境 政 策 課

1 1 公 開 0

35 環境交流センター選定評価委員会 附 属 機 関
環 境 部
環 境 政 策 課

2 0
一 部
非 公 開

0

36 廃棄物減量等推進審議会 附 属 機 関
環 境 部
減 量 計 画 課

4 4 公 開 5

37
包括施設管理業務委託事業者選定委
員会

附 属 機 関
財 務 部
資 産 管 理 課

0 - 非 公 開 -
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

38
公民連携手法による公共施設整備等
事業者選定委員会

附 属 機 関
財 務 部
施 設 課

1 - 非 公 開 -

39 市民公益活動推進委員会（部会有） 附 属 機 関
市 民 協 働 部
コミュニティ政策課

15 8
一 部
非 公 開

2

40 消費生活審議会 附 属 機 関
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

3 3
一 部
非 公 開

7

41 労働問題協議会 その他の会議
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

0 - 非 公 開 -

42 個別労働関係紛争調査委員会 その他の会議
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

0 - 非 公 開 -

43 労働会館運営委員会 その他の会議
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

2 2 公 開 0

44
窓口関連業務委託事業者選定評価委
員会

附 属 機 関
市 民 協 働 部
市 民 課

3 1
一 部
非 公 開

0

45 民生委員推薦会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

4 - 非 公 開 -

46 健康福祉審議会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

3 3 公 開 2

47 社会福祉審議会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

4 3
一 部
非 公 開

0

48 健康福祉サービス苦情調整委員会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

2 - 非 公 開 -

49 火葬場指定管理者選定評価委員会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

4 4
一 部
非 公 開

0

50 障害者施策推進協議会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
障 害 福 祉 課

4 4
一 部
非 公 開

6

51 障害者差別解消支援地域協議会 その他の会議
福 祉 部
障 害 福 祉 課

2 2 公 開 1

52 介護給付費等支給審査会　※１ 附 属 機 関
福 祉 部
障 害 福 祉 課

12 - 非 公 開 -

53 障害者自立支援協議会 その他の会議

福 祉 部
障 害 福 祉 課
障害福祉センター
ひ ま わ り

4 4 公 開 6

54 介護保険事業運営委員会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 社 会 政 策 課

11 8
一 部
非 公 開

10

55
養護老人ホーム指定管理者選定評価
委員会

附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 社 会 政 策 課

2 1
一 部
非 公 開

0

56 介護認定審査会　※２ 附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 安 心 課

12 - 非 公 開 -
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

57 介護予防実施貸付事業者選定委員会 附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 安 心 課

0 - 非 公 開 -

58 保健医療審議会（部会有） 附 属 機 関
健 康 医 療 部
健 康 政 策 課

3 3 公 開 0

59 感染症診査協議会　※３ 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 健 予 防 課

12 - 非 公 開 -

60 予防接種健康被害調査委員会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 健 予 防 課

2 - 非 公 開 -

61 公害健康被害認定審査会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 健 予 防 課

9 - 非 公 開 -

62 小児慢性特定疾病審査会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
母 子 保 健 課

0 - 非 公 開 -

63 国民健康保険運営協議会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 険 給 付 課

2 2 公 開 3

64 こども審議会（部会有） 附 属 機 関
こ ど も 未 来 部
こ ど も 政 策 課

3 3
一 部
非 公 開

8

65
母子父子福祉センター指定管理者選
定評価委員会

附 属 機 関
こ ど も 未 来 部
子 育 て 給 付 課

0 0
一 部
非 公 開

0

66 市営住宅指定管理者選定評価委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
住 宅 課

0 0
一 部
非 公 開

0

67
住宅マスタープラン検討委員会
（部会有）

附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
住 宅 課

0 0 公 開 0

68 まちづくり委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

1 1 公 開 2

69 都市計画審議会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

2 2
一 部
非 公 開

0

70 建築審査会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

3 2
一 部
非 公 開

0

71 開発審査会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

0 0
一 部
非 公 開

0

72 都市景観・屋外広告物審議会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

1 1
一 部
非 公 開

0

73 都市景観行為規制判定委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

0 0
一 部
非 公 開

0

74 公共事業再評価委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 整 備 課

0 0 公 開 0

75 ラブホテル建築規制審議会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
中高層建築調整課

0 - 非 公 開 -
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

76 中高層建築物等紛争あっせん委員会 その他の会議
都 市 計 画 推 進 部
中高層建築調整課

0 - 非 公 開 -

77 中高層建築物等紛争調停委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
中高層建築調整課

0 - 非 公 開 -

78 地域公共交通協議会 附 属 機 関
都 市 基 盤 部
交 通 政 策 課

2 2 公 開 1

79 バリアフリー推進協議会 附 属 機 関
都 市 基 盤 部
基 盤 整 備 課

2 2 公 開 1

80 病院運営審議会 附 属 機 関
市 立 豊 中 病 院
事 務 局
経 営 企 画 課

3 3 公 開 4

81 上下水道事業運営審議会 附 属 機 関
上 下 水 道 局
経 営 部
経 営 企 画 課

2 2 公 開 5

82
豊中市教育委員会の権限に属する事
務の点検及び評価委員会

附 属 機 関
教 育 委 員 会
教 育 総 務 課

3 3 公 開 0

83 豊中市教育振興計画策定委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
教 育 総 務 課

0 0 公 開 0

84 社会教育委員会議 附 属 機 関
教 育 委 員 会
社 会 教 育 課

3 3 公 開 0

85 文化財保護審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
社 会 教 育 課

1 1
一 部
非 公 開

0

86
青少年自然の家指定管理者選定評価
委員会

附 属 機 関
教 育 委 員 会
社 会 教 育 課

0 0
一 部
非 公 開

0

87
春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整
備委員会

附 属 機 関
教 育 委 員 会
社 会 教 育 課

0 0
一 部
非 公 開

0

88 名勝西山氏庭園保存整備委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
社 会 教 育 課

3 3
一 部
非 公 開

0

89 公民館運営審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
中 央 公 民 館

3 3 公 開 2

90 図書館協議会（部会有） 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
読 書 振 興 課

7 7 公 開 7

91 学校教育審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
学 校 教 育 課

4 4 公 開 7

92 学校医等公務災害補償認定委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
学 校 教 育 課

0 - 非 公 開 -

93 学校教科用図書選定委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
学 校 教 育 課

0 - 非 公 開 -

94 豊中市学校運営協議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
学 校 教 育 課

12 12 公 開 10
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

95 いじめ防止等対策審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
児 童 生 徒 課

2 2
一 部
非 公 開

0

附属機関 87 246 156 120

その他の会議 8 15 12 11

合計 95 261 168 131

注）
※１　介護給付費等支給審査会は、５５回開催されていますが、１月毎に１回としています。
※２　介護認定審査会は、４５３回開催されていますが、１月毎に１回としています。
※３　感染症診査協議会は、２４回開催されていますが、１月毎に１回としています。
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Ⅵ．運営委員会と審査会 

 

(1) 豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会について 

〔委員名簿〕                       （令和５年３月３１日現在） 

 役  職 氏       名 職 業 ・ 役 職 等                     備     考  

 会  長 園 田  寿 大 学 名 誉 教 授   

 副 会 長 恩 地  紀 代 子 大 学 教 授   

委  員 井 上  典 之 大 学 院 教 授   

〃 加 賀  有 津 子 大 学 院 教 授   

〃 高 橋  明 男 大 学 院 教 授  

〃 宮 下  幾 久 子 弁    護    士  

〃 重 長  寿 典  連 合 豊 中 議 長  

〃 谷 口  佳 以 子 消 費 者 協 会 会 長  

〃 東  能 久 商 工 会 議 所 専 務 理 事  

〃 細 谷  正 純 社会福祉協議会副会長  

〃 枡 村  洋 子 人 権 擁 護 委 員 令和4年5月13日から 

〃 小 林  武 雄 市 民 （ 公 募 ）   

〃 山 本  小 五 郎 市 民 （ 公 募 ）   

 

○ 運営委員会は市民代表や学識経験者１３人で構成（女性委員５人を含む。）され、情報公

開制度と個人情報保護制度の適正で円滑な運営を図るため、平成元年の両制度の実施に合わ

せて設置されました。運営委員会は、実施機関の諮問に応じて、これらの両制度の重要事項

の審議等を行うこととなっています。 
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(2) 運営委員会の開催状況（平成元年１０月１日から令和５年３月３１日まで） 

 

元年度 8月31日 （第１回） 会長等の選出・制度の説明ほか 

 9月12日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 9月22日 （第３回）        〃 

 12月25日 （第４回）        〃 

２年度 6月12日 （第５回）        〃 

 7月19日 （第６回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 3月29日 （第７回） 個人情報保護条例に基づく外部提供の審議及び運用状況

の報告 

３年度 7月24日 （第８回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議及び運用

状況の報告 

 11月 6日 （第１回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

等の審議 

４年度 4月18日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 9月 2日 （第３回） 運用状況の報告 

５年度 5月 8日 （第１回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 7月29日 （第２回） 運用状況の報告 

 10月 2日 （第３回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

等の審議 

６年度 9月 1日 （第１回） 運用状況の報告 

７年度 7月19日 （第１回） 運用状況の報告及び震災時の個人情報の取扱いの報告 

 12月14日 （第２回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

等の審議 

８年度 4月 3日 （第１回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 6月28日 （第２回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用等の審議 

 2月27日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

９年度 6月20日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用等の審議 

 10月24日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 2月27日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

10年度 6月26日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用等の審議 

 9月 4日 （第２回） 市民課所管の住民票の写し等交付申請書に関する要綱及

び個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 1月22日 （第３回） 市民課所管の住民票の写し等交付申請書に関する要綱及
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び個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 3月 1日 （第４回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

11年度 6月25日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

当運営委員会の会議の公開について 

 10月 8日 （第２回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

の審議 

公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 2月24日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

専門部会での審議状況について 

12年度 6月21日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 7月19日 （第２回） 公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 9月29日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 10月27日 （第４回） 公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 1月26日 （第５回） 公文書の開示等に関する制度の見直しに伴う個人情報保

護制度の改正について 

 3月 6日 （第６回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

13年度 5月30日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 11月 7日 （第２回） 会長等の選出について 

14年度 6月19日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 11月 7日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

住民基本台帳ネットワークシステムの豊中市の現状につ

いて（関係担当課の職員から説明） 

豊中市情報公開条例の一部改正について 

15年度 6月16日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 10月10日 （第２回） 会長等の選出及び個人情報保護制度の見直しについて 

豊中市水道情報システムについて 

 3月23日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく本人外収集についての審議 

専門部会の中間報告について 

豊中市文書館の施設見学 

16年度 6月30日 （第１回） 運用状況の報告 

専門部会での審議状況について 
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 10月 4日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

個人情報保護制度の見直しについて 

 3月23日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

個人情報保護制度の見直しについて 

17年度 6月24日 （第１回） 運用状況の報告 

 9月16日 （第２回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づくセンシティブ情報の取

扱いの審議 

 10月28日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づくセンシティブ情報の取

扱いの審議 

 11月25日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 3月29日 （第５回） 豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供等の審議 

個人情報保護条例の一部改正について 

行政データを活用した、同和問題の解決に向けた実態把

握について 

18年度 4月28日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供等の審議 

 6月21日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

運用状況の報告 

 11月 8日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 3月22日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

情報公開制度における行政文書任意開示申出の取り扱い

について 

19年度 6月 8日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供等の審議 

運用状況の報告 

 10月 4日 （第２回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

20年度 6月 2日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

運用状況の報告 

 3月26日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 

グーグル社「ストリートビュー」について 

個人情報保護条例の一部改正について 

21年度 7月 6日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 

運用状況の報告 

 10月19日 （第２回） 会長等の選出について 

住民票の写し等の特定事務受任者による不正取得にかか

る本人告知制度について 
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   防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

 12月 9日 （第３回） 防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

  2月10日 （第４回） 防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

 3月23日 （第５回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

22年度 6月23日 （第１回） 住民票の写し等の特定事務受任者による不正取得にかかる

本人告知実施要領について 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

運用状況の報告 

 11月1日 

3月17日 

（第２回） 

（ ― ） 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく苦情の申出に係る処理 

 3月29日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

23年度 6月20日 

 

10月5日 

 

3月26日 

 

（ ― ） 

 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

住民票の写し等本人通知制度実施要綱について 

運用状況の報告 

会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

安否確認事務について 

24年度 7月3日 

 

10月9日 

 

 

 

3月18日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

 

 

（第３回） 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

運用状況の報告 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の報告 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

25年度 6月25日 

10月16日 

 

3月10日 

（第１回） 

（第２回） 

 

（第３回） 

運用状況の報告 

会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

26年度 5月26日 （第１回） 債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

7月7日 （第２回） 運用状況の報告 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 
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 7月28日 

9月5日 

10月20日 

 

 

1月23日 

1月23日 

 

2月13日 

 

2月27日 

 

3月26日 

（第３回） 

（第４回） 

（第５回） 

 

 

（第６回） 

（第７回） 

 

（第８回） 

 

（第９回） 

 

（第10回） 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価の第三者

点検について 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価書の第三者点検

について 

27年度 7月6日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

行政不服審査法の改正に伴う豊中市情報公開条例及び豊中

市個人情報保護条例の改正について 

運用状況の報告 

 7月6日 （第２回） 個人住民税事務にかかる特定個人情報保護評価書の第三者

点検について 

 3月31日 （第３回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

28年度 7月29日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律等の改正について 

運用状況の報告 

 12月26日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律等の改正について 

30



29年度 5月15日 （第１回） 住民基本台帳事務に係る特定個人情報保護評価書の第三者

点検について 

個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律等の改正について 

 5月15日 （第２回） 住民基本台帳事務に係る特定個人情報保護評価書の第三者

点検について 

 7月28日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

運用状況の報告 

 11月8日 （第４回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

30年度 7月9日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の報告 

運用状況の報告 

 11月14日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

 2月20日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

31・令

和元年

度 

4月19日 （第１回） 見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

6月12日 （第２回） 見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

 7月29日 （第３回） 見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

 7月31日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人への通知の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

運用状況の報告 

 11月6日 （第５回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 
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豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

 3月3日 （第６回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

２年度 5月22日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

 6月12日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 6月12日 （第３回） 個人住民税事務に係る特定個人情報保護評価書の第三者点

検について 

 12月24日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

運用状況の報告 

 3月18日 （第５回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

３年度 7月29日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

 11月15日 （第２回） 会長等の選出について 

運用状況の報告 

子ども家庭支援情報の共有についての報告 

 11月15日 （第３回） 予防接種事務に係る特定個人情報保護評価書の第三者点検

について 

 2月8日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の報告 

豊中市個人情報保護制度の見直しについて 

４年度 4月25日 （第１回） 改正個人情報保護法の説明（概要）について 

自己情報開示等請求の手続き方法及び処理期間について 

自己情報開示等請求における不開示情報の範囲について 

 5月25日 （第２回） 自己情報の開示に係る手数料について 

改正法第７５条第５項に規定する帳簿の作成等について 
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 6月27日 （第３回） 条例要配慮個人情報について 

改正法第７５条第５項に規定する帳簿の作成等について

（継続審議） 

 7月25日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

個人住民税事務の特定個人情報保護評価の第三者点検につ

いて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

予防接種事務の特定個人情報保護評価の第三者点検につい

て 

豊中市個人情報保護制度の見直しに係る中間報告について

（報告） 

 7月25日 （第５回） 個人住民税事務の特定個人情報保護評価の第三者点検につ

いて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

予防接種事務の特定個人情報保護評価の第三者点検につい

て 

死者に関する情報の保護について 

 8月17日 （第６回） 行政機関等匿名加工情報に係る手数料について 

訂正請求等に係る開示請求前置について 

苦情処理について 

 9月7日 （第７回） 死者に関する情報の保護について（継続審議） 

出資法人が保有する個人情報の保護について 

豊中市情報公開条例に基づく開示請求等において権利濫用

の疑いのある大量請求への対応について 

 9月29日 （第８回） 市民の責務規定の必要性について 

改正法第１２９条における審議会について 

罰則規定について（報告） 

答申案の検討について 

 10月5日 （第９回） 豊中市個人情報保護制度の見直しに係る答申案について 

 3月10日 （第10回） 予防接種事務にかかる特定個人情報保護評価書の第三者点

検について 

 3月10日 （第11回） 予防接種事務にかかる特定個人情報保護評価書の第三者点

検について 

計   １２３回開催 
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(3) 豊中市情報公開・個人情報保護審査会について 

〔委員名簿〕                       （令和５年３月３１日現在） 

 
役  職 氏       名 職 業 ・ 役 職 等 備    考 

 

会  長 塩  川    茂 弁 護 士  

会長代理 塩 野  隆 史 弁 護 士  

委  員 中 川  丈 久 大 学 院 教 授  

〃 前 田  雅 子 大 学 教 授  

〃 野 田  邦 子 弁 護 士  

 

○ 情報公開制度と個人情報保護制度に基づく実施機関の決定に不服がある場合には、行政不

服審査法に基づく審査請求ができます。当審査会は、審査請求を審理するに当たって実施機

関からの独立性と公正さを確保するため設置された第三者機関で、専門的知識を有する５人

の学識経験者で構成されています。審査庁からの諮問により、審査請求に係る決定について

それぞれ専門的な見地から審理を行い、答申を行っています。 

34



(4) 審査会の開催状況（平成元年１０月１日から令和５年３月３１日まで） 

 

元年度 11月 9日 （第１回） 会長等の選出・制度の説明ほか 

 12月 4日 （第２回） 審議の進め方の打合わせ 

２年度 8月30日 （第３回） 制度の運用状況の報告 

 3月 6日 （第４回） 空港対策課所管の異議申立てに関する審査 

３年度 4月 1日 （第５回） 空港対策課所管の異議申立てに関する審査 

 4月 5日 （第６回） 審査会の運営について（手続きの打合わせ） 

 5月 8日 （第７回） 空港対策課所管の異議申立て及び教育委員会所管の指導

要録の審査請求に関する審査 

 5月23日 （第８回）    〃 

 6月10日 （第９回）  〃 

 7月15日 （第10回） 空港対策課所管の異議申立ての答申の取りまとめ及び教

育委員会の指導要録に関する審査 

 11月 5日 （第１回） 教育委員会所管の指導要録に関する審査 

 11月25日 （第２回）    〃 

 12月 2日 （第３回） 〃  （審査請求人による意見陳述） 

 12月27日 （第４回）  〃  （実施機関による口頭説明） 

 2月27日 （第５回） 教育委員会所管の指導要録に関する審査 

 3月21日 （第６回）   〃 

４年度 5月12日 （第７回） 教育委員会所管の指導要録に関する答申案の検討 

 5月26日 （第８回）    〃 

 6月29日 （第９回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する審査 

 7月28日 （第10回）   〃 

 8月24日 （第11回） 総務部総務課所管の異議申立て及び空港周辺整備室の異

議申立てに関する審査 

 9月 4日 （第12回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する審査（異議申立

人による意見陳述及び実施機関による口頭説明）ほか 

 12月25日 （第13回） 総務部総務課所管の異議申立て及び空港周辺整備室の異

議申立てに関する審査 

 1月19日 （第14回）  〃 

 2月 8日 （第15回） 空港周辺整備室所管の異議申立てに関する異議申立人に

よる意見陳述及び実施機関による口頭説明 

 2月17日 （第16回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する答申案の検討及

び空港周辺整備室所管の異議申立てに関する審査 

 3月12日 （第17回） 空港周辺整備室所管の異議申立てに関する審査 

５年度 4月 9日 （第１回）     〃 

35



 4月27日 （第２回） 空港周辺整備室所管の異議申立てに関する審査 

 5月12日 （第３回）     〃              答申案の検討 

 6月 7日 （第４回） 住宅対策課及び教育委員会総務課による公文書の説明等 

 6月22日 （第５回） 学校保健課所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明 

 7月 5日 （第６回） 監査委員事務局所管の異議申立てに関する異議申立人の

意見陳述 

 7月22日 （第７回） 住宅対策課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭説

明及び監査委員事務所管の局異議申立てに関する答申案

の検討 

 8月 4日 （第８回） 監査委員事務局所管の異議申立てに関する実施機関の口

頭説明及び答申案の検討 

 8月25日 （第９回） 監査委員事務局所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 9月 6日 （第10回）     〃 

 10月 4日 （第11回）     〃 

 10月21日 （第12回） 住宅対策課所管の異議申立てに関する審査 

 11月11日 （第13回） 住宅対策課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 12月 3日 （第14回）     〃 

 12月13日 （第15回）    〃 

 1月18日 （第16回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する審査 

 2月14日 （第17回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 3月 9日 （第18回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する異議申立人の意

見陳述 

６年度 4月22日 （第１回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する実施機関の口頭

説明 

 5月18日 （第２回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する審査 

 6月 8日 （第３回） 指導課所管の審査請求に関する異議申立人の意見陳述及

び実施機関の口頭説明 

 6月24日 （第４回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する審査及び指導課

所管の審査請求に関する審査 

 7月19日 （第５回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

学校保健課所管の中止請求の不受理に対する審査請求の

取扱いについて 

 8月29日 （第６回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

学校保健課所管の中止請求の不受理に対する審査請求の

取扱いについて 

 10月 7日 （第７回） 指導課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述 

    〃         実施機関の口頭説明 
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 10月24日 （第８回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

 11月 2日 （第９回）     〃 

 11月22日 （第10回）     〃 

 3月 8日 （第11回） 審査会の運営について 

７年度 4月12日 （第１回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭

説明 

 4月17日 （第２回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する異議申立人の意

見陳述及び審査 

 5月15日 （第３回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 5月30日 （第４回） 同和対策室所管の異議申立てに関する実施機関の口頭説

明及び総務部総務課所管の異議申立てに関する答申案の

検討 

 6月12日 （第５回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する不服申立人の意見陳述 

 6月28日 （第６回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 7月25日 （第７回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する実施機関の口頭説明 

 8月 2日 （第８回） 同和教育室所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明

及び同和対策室所管の異議申立てに関する審査 

 12月18日 （第９回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

  12月28日 （第10回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 1月16日 （第11回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 2月 7日 （第12回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 2月23日 （第13回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 3月26日 （第14回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する答申案の検討 

８年度 6月18日 （第１回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 8月13日 （第２回） 市民課所管の異議申立て及び財政課所管の異議申立てに

関する審査 

 8月27日 （第３回） 市民課所管の異議申立て及び財政課所管の異議申立てに

関する審査 
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 9月30日 （第４回） 市民課所管の異議申立て及び財政課所管の異議申立てに

関する審査 

 11月29日 （第５回） 財政課所管の異議申立てに関する異議申立人の意見陳述

及び実施機関の口頭説明 

 12月27日 （第６回） 財政課所管の異議申立てに関する審査 

 2月 5日 （第７回） 財政課所管の異議申立てに関する審査 

 3月 7日 （第８回） 財政課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

９年度 4月15日 （第１回） 市民課所管の異議申立てに関する異議申立人の意見陳述 

 6月10日 （第２回） 市民課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭説明 

 8月 8日 （第３回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 11月 5日 （第４回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 12月17日 （第５回） 市民課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 1月21日 （第６回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

 2月25日 （第７回） 指導課所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明 

 3月20日 （第８回） 指導課所管の審査請求に関する答申案の検討 

10年度 4月14日 （第１回） 指導課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 11月27日 （第２回） 生活福祉課所管の異議申立てに関する審査 

 1月29日 （第３回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部工務課所管の異

議申立てに関する審査 

 3月 2日 （第４回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部工務課所管の異

議申立てに関する審査 

11年度 6月11日 （第１回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部道路管理室所管

の異議申立てに関する実施機関の口頭説明 

当審査会の会議の公開について 

 7月16日 （第２回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部道路管理室所管

の異議申立てに関する答申案の検討 

 8月11日 （第３回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部道路管理室所管

の異議申立てに関する答申案の検討 

 8月31日 （第４回） 生活福祉課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 11月 4日 （第５回） 会長等の選出・制度の見直しについて 

 3月27日 （第６回） 下水道建設課所管の異議申立てに関する審査 

12年度 5月 2日 （第１回） まちづくり支援課所管の異議申立て及び下水道建設課所

管の異議申立てに関する審査 

 7月 4日 （第２回） まちづくり支援課所管の異議申立て及び下水道建設課所

管の異議申立てに関する審査 

 7月27日 （第３回） 下水道建設課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭

説明 

38



公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 8月29日 （第４回） まちづくり支援課所管の異議申立てに関する実施機関の

口頭説明及び下水道建設課所管の異議申立てに関する審

査 

 10月16日 （第５回） まちづくり支援課所管の異議申立て及び教職員課所管の

審査請求に関する審査 

 11月28日 （第６回） まちづくり支援課所管の異議申立てに関する答申案の検

討及び教職員課所管の審査請求に関する実施機関の口頭

説明 

公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 1月31日 （第７回） まちづくり支援課所管の異議申立てに関する答申案の検

討及び教職員課所管の審査請求に関する審査 

13年度 4月19日 （第１回） 教職員課所管の審査請求に関する審査 

 5月22日 （第２回） 教職員課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述 

 6月18日 （第３回） 教職員課所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明 

 7月19日 （第４回） 教職員課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 9月 7日 （第５回） 教職員課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 11月 5日 （第６回） 会長等の選出について 

14年度 未開催   

15年度 4月25日 （第１回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 6月20日 （第２回）    〃     

 7月10日 （第３回）    〃           異議申立人の意見陳述

及び実施機関の口頭説明 

 8月 7日 （第４回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 8月29日 （第５回）    〃 

 9月29日 （第６回）    〃 

 11月 5日 （第７回） 会長等の選出について 

市民課所管の異議申立てに関する審査並びに経営企画課

所管の審査請求及び給水課所管の審査請求に関する審査 

 12月24日 （第８回） 市民課所管の異議申立てに関する審査及び給水課所管の

審査請求に関する審査 

 2月13日 （第９回） 給水課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述及

び実施機関の口頭説明 

16年度 4月 5日 （第１回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する審査 

水道局給水課所管の審査請求に関する審査 

 5月10日 （第２回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する異議申立人

による意見陳述の聴取 
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水道局給水課所管の審査請求に関する審査 

 6月15日 （第３回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する実施機関に

よる口頭説明の聴取及び異議申立人による意見陳述の聴

取 

 7月29日 （第４回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する審査 

 8月20日 （第５回）    〃 

17年度 11月28日 （第１回） 会長等の選出について  

水道局水道総務課所管の審査請求に関する審査 

 2月20日 （第２回） 水道局水道総務課所管の審査請求に関する審査請求人の

意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

 3月24日 （第３回） 水道局水道総務課所管の審査請求に関する審査 

18年度  未開催  

19年度 10月17日 

 

12月 4日 

 

1月28日 

 

2月29日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

（第３回） 

 

（第４回） 

会長等の選出について 

市民課所管の異議申立てに関する審査 

市民課所管の異議申立てに関する異議申立人の意見陳述

の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

市民課所管の異議申立てに関する審査 

学校保健給食課所管の審査請求に関する審査 

市民課所管の異議申立てに関する審査 

学校保健給食課所管の審査請求に関する審査 

20年度 7月 1日 

 

9月22日 

（第１回） 

 

（第２回） 

学校給食課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳

述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

学校給食課所管の審査請求に関する審査 

21年度 5月11日 

 

6月30日 

10月19日 

 

 

3月 2日 

（第１回） 

 

（第２回） 

（第３回） 

 

 

（第４回） 

企画政策室所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳

述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

企画政策室所管の審査請求に関する審査 

会長等の選出について 

情報公開課及び教育総務室総務課所管の異議申立てに関

する審査 

情報公開課及び教育総務室総務課所管の異議申立てに関

する異議申立人の意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説

明の聴取 
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22年度 4月20日 

 

8月 5日 

 

10月 5日 

 

1月25日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

（第３回） 

 

（第４回） 

情報公開課及び教育総務室総務課所管の異議申立てに関する

審査 

情報公開課所管の異議申立て及び教育総務室総務課所管の異

議申立てに関する審査 

情報公開課所管の異議申立て及び教育総務室総務課所管の異

議申立てに関する審査 

情報公開課所管の異議申立て及び教育総務室総務課所管の異

議申立てに関する審査 

23年度 5月16日 

 

 

8月17日 

 

 

9月16日 

（第１回） 

 

 

（第２回） 

 

 

（第３回） 

環境センター中部事業所、南部事業所及び北部事業所所管の

異議申立て並びに納税管理課所管の異議申立てに関する審査 

環境センター中部事業所、南部事業所及び北部事業所所管の

異議申立て並びに納税管理課所管の異議申立てに関する審査 

環境センター中部事業所、南部事業所及び北部事業所所管の

異議申立て並びに納税管理課所管の異議申立てに関する実施

機関の口頭説明の聴取 

24年度 未開催   

25年度 6月18日 

8月21日 

10月28日 

 

 

1月16日 

 

 

3月4日 

 

（第１回） 

（第２回） 

（第３回） 

 

 

（第４回） 

 

 

（第５回） 

 

広報広聴課の異議申立てに関する審査 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

会長等の選出について 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述の

聴取及び処分庁の口頭説明の聴取 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

26年度 4月4日 

 

4月30日 

 

6月23日 

 

7月22日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

（第３回） 

 

（第４回） 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述の聴

取及び処分庁の口頭説明の聴取 
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 8月1日 

 

9月25日 

（第５回） 

 

（第６回） 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

27年度 8月21日 （第１回） 上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局水道維持課所管の審査請求に関する審査 

 1月29日 （第２回） 上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する審査請

求人の意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

上下水道局水道維持課所管の審査請求に関する審査請求人の

意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

 3月22日 （第３回） 上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する答申案

の検討 

上下水道局水道維持課所管の審査請求に関する答申案の検討 

28年度 未開催   

29年度 10月25日 （第１回） 

 

交通政策課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する審査 

道路管理課所管の審査請求に関する審査 

 1月19日 （第２回） 交通政策課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する口頭意

見陳述の聴取 

道路管理課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

道路管理課所管の審査請求に関する審査 

 3月22日 （第３回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する答申案

の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

学校教育課所管の審査請求に関する審査 

30年度 5月22日 （第１回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する答申案

の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

学校教育課所管の審査請求に関する審査 
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 9月10日 （第２回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

学校教育課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

児童生徒課所管の審査請求に関する審査 

市民課所管の審査請求に関する審査 

 11月19日 （第３回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

学校教育課所管の審査請求に関する審査 

児童生徒課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

市民課所管の審査請求に関する審査 

建築審査課所管の審査請求に関する審査 

 1月9日 （第４回） 交通政策課所管の審査請求に関する答申案の検討 

市民課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 3月4日 （第５回） 学校教育課所管の審査請求に関する答申案の検討 

児童生徒課所管の審査請求に関する審査 

建築審査課所管の審査請求に関する審査 

31 ・ 令

和 元 年

度 

4月22日 （第１回） 学校教育課所管の審査請求に関する答申案の検討 

児童生徒課所管の審査請求に関する答申案の検討 

建築審査課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

 5月30日 （第２回） 児童生徒課所管の審査請求に関する答申案の検討 

建築審査課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 10月10日 （第３回） 会長等の選出について 

 11月19日 （第４回） 秘書課所管の審査請求に関する審査 

 2月20日 （第５回） 秘書課所管の審査請求に関する審査 

人権政策課所管の審査請求に関する審査 

 3月27日 （第６回） 秘書課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

人権政策課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

２年度 7月14日 （第１回） 秘書課所管の審査請求に関する答申案の検討 

人権政策課所管の審査請求に関する答申案の検討 

資産管理課所管の審査請求に関する審査 

 9月24日 （第２回） 資産管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

人権政策課所管の審査請求に関する審査 

 11月19日 （第３回） 人権政策課所管の審査請求に関する審査 

児童生徒課所管の審査請求に関する審査 

 12月22日 （第４回） 人権政策課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

福祉指導監査課所管の審査請求に関する審査 

 2月16日 （第５回） 人権政策課所管の審査請求に関する答申案の検討 

児童生徒課所管の審査請求に関する答申案の検討 

福祉指導監査課所管の審査請求に関する審査 
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 3月25日 （第６回） 児童生徒課所管の審査請求に関する答申案の検討 

教職員課所管の審査請求に関する審査 

教育センター所管の審査請求に関する審査 

３年度 5月10日 （第１回） 教職員課所管の審査請求に関する審査 

教育センター所管の審査請求に関する審査 

 6月21日 （第２回） 教職員課所管の審査請求に関する審査 

教育センター所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

 8月30日 （第３回） 教職員課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

教育センター所管の審査請求に関する答申案の検討 

 10月7日 （第４回） 会長等の選出について 

教職員課所管の審査請求に関する審査 

教育センター所管の審査請求に関する答申案の検討 

 12月8日 （第５回） 教職員課所管の審査請求に関する答申案の検討 

建築安全課所管の審査請求に関する審査 

 2月14日 （第６回） 教職員課所管の審査請求に関する答申案の検討 

建築安全課所管の審査請求に関する答申案の検討 

基盤管理課所管の審査請求に関する審査 

監査委員事務局所管の審査請求に関する審査 

４年度 5月19日 （第１回） 基盤管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

監査委員事務局所管の審査請求に関する審査 

人事課所管の審査請求に関する審査 

 7月28日 （第２回） 基盤管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

監査委員事務局所管の審査請求に関する審査 

人事課所管の審査請求に関する審査 

 9月12日 （第３回） 監査委員事務局所管の審査請求に関する審査 

人事課所管の審査請求に関する審査 

 10月3日 （第４回） 監査委員事務局所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

人事課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

 12月5日 （第５回） 監査委員事務局所管の審査請求に関する審査 

人事課所管の審査請求に関する審査 

障害福祉センターひまわり所管の審査請求に関する審査 

 2月6日 （第６回） 監査委員事務局所管の審査請求に関する答申案の検討 

人事課所管の審査請求に関する答申案の検討 

障害福祉センターひまわり所管の審査請求に関する審査 

監査委員事務局所管の審査請求に関する審査 

 3月8日 （第７回） 監査委員事務局所管の審査請求に関する答申案の検討 

人事課所管の審査請求に関する答申案の検討 
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監査委員事務局所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

 

 計 １９０回開催 

45



 

Ⅶ. 資料 

 
(1) 豊中市情報公開条例 

 

公布 平成１３年 ４月 ２日 条例第２８号 

沿革 平成１５年 ４月 １日 条例第 ９号 

 平成１６年 ３月２５日 条例第 １号 

 平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

 平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

 平成１９年 ３月３０日 条例第 ８号 

 平成２０年 ３月２６日 条例第 ３号 

 

 

平成２２年 

平成２４年 

平成２６年 

平成２７年 

平成２８年 

令和 ４年 

 

１２月２２日 

 ９月２８日 

１２月１９日 

 ９月２９日 

３月２４日 

１２月２３日 

条例第３３号 

条例第４６号 

条例第５４号 

条例第５４号 

条例第 ４号 

条例第４４号 

 

 

豊中市公文書の開示等に関する条例（平成元年豊中市条例第５号）の全部を改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 行政文書の開示（第５条―第１７条） 

第３章 審査請求に係る手続（第１７条の２―第２０条） 

第４章 情報公開の総合的な推進（第２１条―第２４条） 

第５章 補則（第２５条―第２８条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，地方自治の本旨にのっとり，市民の知る権利を尊重し，行政文書の開示を請求する権

利を明らかにするとともに，情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより，豊中市（以

下「市」という。）の有するその諸活動を市民に説明する責務を全うするようにし，市民の市政への参加

の促進と市政の公正な運営の確保を図るとともに，市民の福祉の増進に寄与し，もって市民から信頼され

る開かれた市政を一層推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評

価審査委員会，上下水道事業管理者，病院事業管理者，消防長及び議会をいう。 

(２) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）

であって，当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。

ただし，次に掲げるものを除く。 

ア 実施機関が，市民の利用に供することを目的として保有しているもの 

イ 官報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

（アに掲げるものを除く。） 

ウ 実施機関が，歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理しているもの 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は，この条例の解釈及び運用に当たっては，市民の行政文書の開示を請求する権利を十分

尊重しなければならない。この場合において，実施機関は，個人に関する情報がみだりに公にされること

のないよう最大限の保護をしなければならない。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは，この条例の目的に即し，
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適正な請求に努めるとともに，行政文書の開示を受けたときは，これによって得た情報を適正に使用しな

ければならない。 

第２章 行政文書の開示 

（開示請求権者等） 

第５条 次に掲げるものは，実施機関に対し，行政文書の開示（第６号に掲げるものにあっては，そのもの

の利害関係に係る行政文書の開示に限る。）を請求することができる。 

(１) 市の区域内に住所を有する者 

(２) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(３) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(４) 市の区域内に存する学校に在学する者 

(５) 市税の納税義務者 

(６) 前各号に掲げるもののほか，実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 

２ 実施機関は，前項各号に掲げるもの以外のものから行政文書の開示の申出があった場合においても，行

政文書の開示に努めるものとする。 

（開示請求の手続） 

第６条 前条第１項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）は，次に掲げる事項を記載した

請求書（以下「開示請求書」という。）を実施機関に提出してしなければならない。 

(１) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他

の団体にあってはその代表者の氏名 

(２) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 実施機関は，開示請求書に形式上の不備があると認めるときは，開示請求をしたもの（以下「開示請求

者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合にお

いて，実施機関は，開示請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下「不

開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当該行政文書を開示

しなければならない。 

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，当該情報に含ま

れる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることにより，特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別す

ることはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，

次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公にされ，又は公にす

ることが予定されている情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成

１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職

員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る

部分 

(２) 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を

除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，

公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を明らかに害す

ると認められるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要で

あると認められる情報を除く。 

(３) 市の機関並びに国，独立行政法人等，他の地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体（以

下「国等」という。）の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって，公にする

ことにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(４) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれが
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あるもの 

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正確な事実の把握を著

しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし，若しくはその発見を著しく困

難にするおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著し

く害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政

法人に係る事業に関し，その企業経営上の正当な利益を著しく害するおそれ 

(５) 実施機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であっ

て，当該個人又は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を

付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし，人の

生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

(６) 公にすることにより，人の生命，健康，生活又は財産の保護，犯罪の予防又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報 

(７) 法令等の規定により，又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４５条第１号ヘの指示その他これに類する行為をいう。）により公にする

ことができない情報 

（部分開示） 

第８条 実施機関は，開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において，不開示

情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除

いた部分につき開示しなければならない。ただし，当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていな

いと認められるときは，この限りでない。 

２ 開示請求に係る行政文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）が記

録されている場合において，当該情報のうち，氏名，生年月日その他の特定の個人を識別することができ

ることとなる記述等の部分を除くことにより，公にしても，個人の権利利益が害されるおそれがないと認

められるときは，当該部分を除いた部分は，同号の情報に含まれないものとみなして，前項の規定を適用

する。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第９条 実施機関は，開示請求に係る行政文書に不開示情報（第７条第７号に掲げる情報を除く。）が記録

されている場合であっても，公益上特に必要があると認めるときは，開示請求者に対し，当該行政文書を

開示することができる。 

２ 実施機関は，前項の規定により第７条第１号に掲げる情報を開示しようとする場合には，個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨を勘案し，個人の権利利益が適正に保護されるよう特

段の配慮をしなければならない。 

（行政文書の存否に関する情報） 

第１０条 開示請求に対し，当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不開示情

報を開示することとなるときは，実施機関は，当該行政文書の存否を明らかにしないで，当該開示請求を

拒否することができる。 

（開示請求に対する決定等） 

第１１条 実施機関は，開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは，その旨の決定をし，開

示請求者に対し，速やかに，その旨及び開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなけれ

ばならない。ただし，直ちに開示請求に係る行政文書の全部を開示するときは，この限りでない。 

２ 実施機関は，開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否する

とき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。）は，開示をしない旨の決定をし，開示

請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知を

するときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第１２条 前条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は，開示請求があった日から起算

して１５日以内にしなければならない。ただし，第６条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては，

当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間

内に開示決定等をすることができないときは，開示請求があった日から起算して６０日を限度としてその

期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，開示請求者に
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対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 開示請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあっ

ては，当該延長後の期間）内に開示決定等をしないときは，前条第２項の規定による行政文書の全部を開

示しない旨の決定（以下「不開示決定」という。）があったものとみなすことができる。 

（開示決定等の期限の特例） 

第１３条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため，開示請求があった日から起算して６０日（第

６条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた日数）以

内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合

には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，開示請求に係る行政文書のうちの相当の

部分につき当該期間内に開示決定等をし，残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば

足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，開示請求者に対し，次に掲げ

る事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 本項を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの行政文書について開示決定等をする期限 

２ 開示請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る行政文書については，前条第３

項の規定は，適用しない。 

３ 開示請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が開示決定等をしないときは，同号の残り

の行政文書について不開示決定があったものとみなすことができる。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１４条 開示請求に係る行政文書に市，国等及び開示請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関

する情報が記録されているときは，実施機関は，開示決定等に先立ち，当該情報に係る第三者に対し，開

示請求に係る行政文書の表示その他市規則で定める事項を通知して，意見書を提出する機会を与えること

ができる。 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，第１１条第１項の決定（以下「開示決定」という。）

に先立ち，当該第三者に対し，開示請求に係る行政文書の表示その他市規則で定める事項を書面により通

知して，意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，当該第三者の所在が判明しない場合は，

この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって，当該情報が第７

条第１号イ，同条第２号ただし書又は同条第５号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第９条第１項の規定により開示しようとするとき。 

３ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対

の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において，開示決定をするとき

は，開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合にお

いて，実施機関は，開示決定後直ちに，当該反対意見書を提出した第三者に対し，開示決定をした旨及び

その理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第１５条 実施機関は，開示決定をしたときは，開示請求者に対し，速やかに，当該開示決定に係る行政文

書を開示しなければならない。 

２ 前項の規定による行政文書の開示は，文書又は図画については閲覧又は写しの交付により，電磁的記録

についてはその種別，情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。この場合において，

請求者が閲覧又は写しの交付（電磁的記録にあっては市規則で定める方法を含む。）以外の方法を求めた

場合において特別の理由があると認めるときは，これに応じるよう努めるものとする。 

３ 実施機関は，行政文書を開示することにより，当該行政文書の汚損，破損等のおそれがあるとき，第８

条の規定により行政文書を開示するときその他正当な理由があるときは，前項の規定にかかわらず，当該

行政文書を複写したものの閲覧又は写しの交付により，同項の開示に代えることができる。 

４ 行政文書の開示は，第１１条第１項ただし書の場合を除き，実施機関が指定する日時及び場所において

行う。 

（費用負担） 

第１６条 行政文書の開示に係る手数料は，徴収しないものとする。 

２ 開示請求に係る行政文書（前条第３項に規定する行政文書を複写したもの及び電磁的記録にあっては同

条第２項の市規則で定める方法によるものを含む。）の写し等の交付を受けるものは，当該写し等の作成

及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

４ 前３項の規定は，第５条第２項の規定による行政文書の開示の申出について準用する。 

（他の制度との調整） 

第１７条 この条例は，法令又は他の条例の規定により，何人にも閲覧，縦覧等又は謄本，抄本等の交付が
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認められている行政文書にあっては，当該法令又は当該他の条例が定める方法（開示の期間が定められて

いる場合にあっては，当該期間内に限る。）と同一の方法による開示については，適用しない。 

第３章 審査請求に係る手続 

（審理員による審理手続の適用除外） 

第１７条の２ 開示決定等に係る審査請求については，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条

第１項ただし書の規定により，同項本文の規定は，適用しない。 

（審査会への諮問等） 

第１８条 開示決定等について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは，当該審査請求に係

る審査庁は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，遅滞なく，豊中市情報公開・個人情報保護審査

会に諮問し，その議を経て，当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

(１) 審査請求が明らかに不適法であり，却下するとき。 

(２) 裁決で，審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。

以下この号及び第２０条において同じ。）を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る行政文書の全

部を開示することとするとき。ただし，当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除

く。 

２ 前項の規定による諮問は，行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用される同法第２９条第

２項の弁明書の写しを添付してしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第１９条 前条第１項の規定により諮問をした審査庁は，次に掲げるものに対し，諮問をした旨を通知しな

ければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この条及び

次条第２号において同じ。） 

(２) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又

は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第２０条 第１４条第３項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る開示決定等を変更し，当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決（第三者

である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

第４章 情報公開の総合的な推進 

（実施機関の保有する情報の公表及び提供に関する施策の充実） 

第２１条 実施機関は，その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため，市政に関する情報が適時に，

かつ，適切な方法で市民に明らかにされるよう，実施機関の保有する情報の公表及び提供に関する施策の

充実に努めなければならない。 

（情報の公表及び提供等） 

第２２条 実施機関は，市民が求める情報の把握に努め，市政に関する情報の公表を積極的に行うとともに，

市民の求めに応じ，情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 実施機関は，次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。

ただし，当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき又は当該情報が第７条各号に掲げる情報

に該当するときを除く。 

(１) 市の長期計画その他市規則で定める市の重要な基本計画 

(２) 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置した附属機関その他市政運営上の意見聴取等

を行うため実施機関が設置した会議（実施機関の職員のみで構成されるものを除く。）（以下「附属機

関等」という。）の答申書，提言書その他これらに類するもの及び会議録並びに当該附属機関等への提

出資料 

(３) 前２号に掲げるもののほか実施機関が定める事項 

３ 実施機関は，同一の行政文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で，当該行政文

書に記録された情報を公表することが市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認めるときは，当該情

報を公表するよう努めなければならない。 

４ 第１６条第２項及び第３項の規定は，第１項の規定に基づき情報の提供として行政文書の写し等の交付

を受ける場合について準用する。 

（会議の公開） 

第２３条 附属機関等の会議（法令等の規定により公開することができないとされている会議を除く。）は，

公開するものとする。ただし，次に掲げる場合は，非公開とすることができる。 

(１) 不開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う会議を開催する場合 
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(２) 物理的な妨害行動等が客観的に予測され，当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認めら

れる場合 

（出資法人の情報公開） 

第２４条 市が出資する法人で市規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）は，この条例の趣旨にの

っとり，情報の提供その他情報公開を行うために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 市長は，出資法人に対し，当該出資法人が保有する情報の公開が推進されるよう，必要な措置を講じな

ければならない。 

第５章 補則 

（行政文書の管理） 

第２５条 実施機関は，この条例の適正かつ円滑な運用を図るため，行政文書を適正に管理するものとする。 

２ 実施機関は，行政文書の分類，作成，保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する定め

を設けなければならない。 

（行政文書の目録の作成及び閲覧） 

第２６条 実施機関は，行政文書の検索に必要な目録を作成し，一般の閲覧に供しなければならない。 

（運用状況の公表） 

第２７条 市長は，毎年度１回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ，公表しなければなら

ない。 

（委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１３年９月規則第６８号により，平成１３年１０月１日から施行〕 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例（以下「新条例」という。）の規定は，議会が保有してい

る行政文書については，平成１３年４月１日以後に作成し，又は取得した行政文書に適用する。 

３ この条例の施行の際，この条例による改正前の豊中市公文書の開示等に関する条例（以下「旧条例」と

いう。）第９条の規定により，現になされている公文書の開示の請求（以下「旧請求」という。）は，新

条例第６条第１項の規定による開示請求とみなす。 

４ この条例の施行の際，現に旧条例第１３条第２項の規定により豊中市公文書開示・個人情報保護審査会

に対してなされている諮問（以下「旧諮問」という。）は，新条例第１８条の規定によりなされた豊中市

情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問とみなす。 

５ 前２項に規定するもののほか，この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧請求又は旧諮問

に係る処分，手続その他の行為は，新条例中にこれに相当する規定がある場合には，新条例の相当規定に

よってなされたものとみなす。 

６，７ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１５年４月１日条例第９号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２５日条例第１号） 

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。ただし，第７条第１号ウの改正規定（「特定独立行政法

人」を「特定独立行政法人及び日本郵政公社」に改める部分に限る。）は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日条例第１９号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７年９月規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日条例第８号） 

この条例は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日条例第３号抄） 

１ この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２２日条例第３３号抄） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。〔以下略〕 

附 則（平成２４年９月２８日条例第４６号） 

この条例は，平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１９日条例第５４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２９日条例第５４号抄） 

この条例は，平成２７年１０月５日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める
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日から施行する。 

(１) 第１条中豊中市個人情報保護条例第２０条の改正規定及び第３条の規定 公布の日 

附 則（平成２８年３月２４日条例第４号抄） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例，豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個人情報

保護審査会条例の規定は，この条例の施行の日以後になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等

に係る審査請求について適用し，同日前になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る不服

申立てについては，なお従前の例による。 

３ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（令和４年１２月２３日条例第４４号抄） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 
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(2) 豊中市個人情報保護条例 

 

公布 平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

沿革 平成１８年 ３月３１日 条例第 ７号 

平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

平成１９年 ３月３０日 条例第 ８号 

平成２０年 ３月２６日 条例第 ３号 

平成２１年 ４月 １日 条例第１８号 

平成２２年１２月２２日 条例第３３号 

平成２７年 ９月２９日 条例第５４号 

平成２８年 ３月２４日 条例第 ４号 

令和 ４年 ３月２３日 条例第 １号 

廃止 令和 ４年１２月２３日 条例第４４号 

 

 

豊中市個人情報保護条例（平成元年豊中市条例第６号）の全部を改正する。 

 

目次 
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第２節 個人情報の収集及び安全確保の措置等（第７条―第１１条の３） 

第３節 個人情報の利用及び提供（第１２条―第１６条） 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 
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第１節 自己情報の開示請求（第１８条―第３１条） 

第２節 訂正，削除等の請求（第３２条―第５０条） 

第５章 苦情処理及び救済手続（第５１条―第５４条） 

第６章 事業者が取り扱う個人情報の保護（第５５条―第５８条） 

第７章 雑則（第５９条―第６２条） 

第８章 罰則（第６３条―第６９条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，自己に関する個人情報の開示，訂正，削除等を求める市民の権利を明らかにするとと

もに，個人情報の保護に関し必要な事項を定め，行政の適正な執行を図ることにより，個人の権利利益を

保護し，もって地方自治の本旨に即した信頼される市政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評

価審査委員会，上下水道事業管理者，病院事業管理者，消防長及び議会をいう。 

(２) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，当該

情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。 

(３) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した個人情報であって，当該実施機関の

職員が組織的に利用するものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。ただし，行政文書（豊

中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号）第２条第２号に規定する行政文書をいう。以下同

じ。）に記録されているものに限る。 

(４) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した特定個人情報（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」

という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）であって，当該実施機関の職員

が組織的に利用するものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。ただし，行政文書に記録さ

れているものに限る。 

(５) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特定個人情報をい
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う。 

(６) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるものをいう。 

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したもの 

イ アに掲げるもののほか，一定の事務の目的を達成するために氏名，生年月日その他の記述等により

特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

(７) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

(８) 指定管理者 市が，公の施設の管理を行わせるため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により指定した法人その他の団体をいう。 

(９) 指定管理者保有個人情報 指定管理者が行う当該公の施設の管理業務（以下「指定管理業務」とい

う。）に従事する者が当該指定管理業務に関して作成し，又は取得した個人情報であって，当該指定管

理業務に従事する者が組織的に利用するものとして，当該指定管理者が保有しているものをいう。ただ

し，次のア又はイに掲げるものを除く文書，図画又は電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録されているも

のに限る。 

ア 指定管理者が，市民の利用に供することを目的として保有しているもの 

イ 官報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

（アに掲げるものを除く。） 

（実施機関の役割） 

第３条 実施機関は，この条例の目的を達成するため，個人情報の保護について必要な措置を講じるととも

に，あらゆる施策を通じて人権意識の高揚及び啓発に努めなければならない。 

（市民の役割） 

第４条 市民は，相互に個人情報の保護の重要性を認識し，個人情報の保護に関する市の施策に協力しなけ

ればならない。 

（適用除外） 

第５条 次に掲げる個人情報については，この条例の規定は，適用しない。 

(１) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計調査及び同条第７項に規定す

る一般統計調査に係る調査票情報（同条第１１項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。）

に含まれる個人情報その他の同法第５２条（第２号を除く。）に規定する個人情報 

(２) 統計法第２４条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる

個人情報 

(３) 市立図書館その他これに類する施設において，市民の利用に供することを目的として実施機関が管

理している図書等に記録されている個人情報 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い 

第１節 収集等の一般的制限 

（収集等の一般的制限） 

第６条 実施機関は，個人情報を収集し，保有し，又は利用するときは，その所掌する事務の範囲内で，か

つ，その目的を達成するために必要な限度で行わなければならない。 

２ 実施機関は，次に掲げる個人情報を収集し，保有し，又は利用してはならない。ただし，法令若しくは

条例（以下「法令等」という。）に定めのあるとき又は実施機関が豊中市情報公開・個人情報保護運営委

員会（以下「委員会」という。）の意見を聴いて，市民の福祉の向上のため特に必要がある場合であって，

かつ，職務の遂行にとって欠くことができないと認めたときは，この限りでない。 

(１) 思想，信条及び宗教に関する個人情報 

(２) 社会的身分，門地，犯罪その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 

第２節 個人情報の収集及び安全確保の措置等 

（収集方法の制限） 

第７条 実施機関は，個人情報を収集するときは，収集する個人情報の利用の目的（以下「利用目的」とい

う。）及び内容を明らかにし，本人から直接収集しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，本人以外のものから個

人情報を収集することができる。 

(１) 本人の同意があるとき。 

(２) 法令等に定めのあるとき。 

(３) 当該個人情報が公知のものであるとき。 

(４) 人の生命，身体又は財産に対する危険を避けるため，緊急やむを得ないとき。 

(５) 所在不明，精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の理由により，本人から収集すること

が困難であるとき。 
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(６) 争訟，指導，相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又

は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 

(７) 実施機関が委員会の意見を聴いて，市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があると認め

たとき。 

３ 実施機関は，前項第４号又は第７号の規定に該当することにより本人以外のものから個人情報を収集し

たときは，委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き，その旨を本人に通知しなければな

らない。 

４ 本人又はその代理人による法令，条例，規則等に基づく申請，届出その他これらに相当する行為によっ

て個人情報が収集されたときは，第１項の規定による収集がなされたものとみなす。 

（安全確保の措置等） 

第８条 実施機関は，保有個人情報の漏えい，改ざん，滅失等の防止その他の保有個人情報の適正な管理の

ために必要な措置（以下「安全確保の措置」という。）を講じなければならない。 

２ 実施機関は，保有個人情報を利用目的に必要な範囲内で，正確かつ最新のものとして適正に維持管理し

なければならない。 

３ 実施機関は，保有又は利用の必要がなくなった保有個人情報について，確実に，かつ，速やかに廃棄，

消去その他の適切な措置を講じなければならない。 

（職員等の義務） 

第９条 実施機関の職員又は職員であった者は，職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，

又は不当な目的に利用してはならない。 

（処理委託に係る安全確保の措置等） 

第１０条 実施機関から保有個人情報に関する処理業務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は，

当該処理業務（以下「受託業務」という。）に係る個人情報の保護について，第８条第１項に規定する実

施機関の義務と同様の義務を負うものとする。 

２ 実施機関は，保有個人情報の保護を図るため，受託者に対し，受託業務に係る保有個人情報の適正な維

持管理について必要な措置を講じさせなければならない。 

（受託者等の義務） 

第１１条 受託者及びその受託業務に従事している者又は従事していた者は，その業務に関して知り得た個

人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

（指定管理業務に係る安全確保の措置等） 

第１１条の２ 指定管理者は，指定管理業務に係る個人情報の保護について，第８条各項に規定する実施機

関の義務と同様の義務を負うものとする。 

２ 実施機関は，指定管理者保有個人情報の保護を図るため，指定管理者に対し，指定管理者保有個人情報

の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。 

（指定管理者等の義務） 

第１１条の３ 指定管理者及びその指定管理業務に従事している者又は従事していた者は，その業務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

第３節 個人情報の利用及び提供 

（利用及び提供の制限） 

第１２条 実施機関は，保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条，第１３条及び第３１条にお

いて同じ。）を当該実施機関の内部において利用目的以外の目的のために利用（以下「目的外利用」とい

う。）し，又は当該実施機関以外のものに提供（以下「外部提供」という。）してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，保有個人情報を目的外

利用し，又は外部提供することができる。 

(１) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

(２) 法令等に定めのあるとき。 

(３) 当該保有個人情報が公知のものであるとき。 

(４) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき。 

(５) 人の生命，身体又は財産に対する危険を避けるため，緊急やむを得ないとき。 

(６) 実施機関が委員会の意見を聴いて，市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があると認め

たとき。 

３ 前項の規定は，保有個人情報の目的外利用又は外部提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるも

のではない。 

４ 実施機関は，第２項第４号から第６号までの規定に該当することにより保有個人情報を目的外利用し，

又は外部提供したときは，委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き，その旨を本人に通

知しなければならない。 

５ 実施機関は，第２項の規定により保有個人情報を目的外利用し，又は外部提供したときは，市規則で定
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める事項を記録しておかなければならない。 

（外部提供に係る安全確保の措置等） 

第１３条 実施機関は，前条第２項の規定により保有個人情報を外部提供する場合は，あらかじめ提供の相

手方に対し，当該保有個人情報の使用目的，使用方法，管理方法その他必要な事項を明確にさせるととも

に，必要があると認めるときは，これらに関し制限を付し，又は安全確保の措置を講じさせるものとする。 

２ 実施機関は，前条第２項の規定により保有個人情報を外部提供した場合において，当該保有個人情報が

漏えいし，若しくは前項に規定する措置に違反していると認めたとき又はそのおそれがあると認めたとき

は，外部提供を受けたものに対し，調査及び報告を求めることができる。 

（外部提供を受けた者等の義務） 

第１４条 第１２条第２項の規定により外部提供を受けたものは，当該外部提供を受けた個人情報の内容を

みだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

（保有特定個人情報の利用の制限） 

第１４条の２ 実施機関は，保有特定個人情報を目的外利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て，本人の同意があり，又は本人の同意を得ることが困難であるときは，保有特定個人情報（情報提供等

記録を除く。）を目的外利用することができる。 

３ 実施機関は，前項の規定に該当することにより保有特定個人情報を目的外利用したとき（本人の同意が

ある場合を除く。）は，委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き，その旨を本人に通知

しなければならない。 

４ 実施機関は，第２項の規定により保有特定個人情報を目的外利用したときは，市規則で定める事項を記

録しておかなければならない。 

（保有特定個人情報の外部提供の制限） 

第１４条の３ 実施機関は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，保有特定個人情報を外

部提供してはならない。 

（電子計算機の接続の制限） 

第１５条 実施機関は，個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合において，実施機関が管

理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機とを通信回線により接続してはならない。

ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。 

(１) 法令等に定めのあるとき又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示（地方自治法

第２４５条第１号ヘの指示その他これに類する行為をいう。以下同じ。）があるとき。 

(２) 実施機関が委員会の意見を聴いて，市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があり，かつ，

個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めたとき。 

（緊急時の通信回線の切断等の措置） 

第１６条 実施機関は，前条ただし書の規定により電子計算機が通信回線により接続された場合において，

漏えい等によって個人の権利利益が侵害されるおそれについて，明白かつ差し迫った危険があると認める

ときは，通信回線の切断その他必要な措置を講じなければならない。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル） 

第１７条 実施機関は，個人情報ファイルを設置しようとするときは，あらかじめ市長に対し，次に掲げる

事項を届け出なければならない。 

(１) 個人情報ファイルの名称 

(２) 個人情報ファイルの利用目的 

(３) 記録する個人情報の項目 

(４) 記録の対象となる個人の範囲 

(５) 記録する個人情報の収集方法 

(６) その他市規則で定める事項 

２ 前項の規定は，次に掲げる個人情報ファイルについては，適用しない。 

(１) 特定の事務の処理に付随する資料等の送付又は連絡のために利用する簡易な個人情報ファイルであ

って，送付又は連絡の相手方の氏名，住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録したもの 

(２) 試験的又は一時的に用いるもの 

(３) 実施機関が使用者として職員の人事，給与又は福利厚生に関する事項を記録したもの 

(４) 前３号に準ずるものとして市規則で定めるもの 

３ 実施機関は，第１項の届出に係る個人情報ファイルを廃止し，又は当該届出事項を変更しようとすると

きは，その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。 

４ 市長は，届出を受けた個人情報ファイルについて，市規則で定める事項を公示しなければならない。 

５ 市長は，届出に係る個人情報ファイルの目録を作成し，市民の閲覧に供しなければならない。 
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第４章 自己情報の開示等 

第１節 自己情報の開示請求 

（開示請求権） 

第１８条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報（以下「自己

情報」という。）の開示を請求することができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下「開示

請求」という。）をすることができる。ただし，当該本人が未成年者で満１５歳以上の者であるときは，

本人の同意を得なければならない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，当該各号に定める死者の個人情報を自己情報として開示請求をす

ることができる。 

(１) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報 

(２) 死者の配偶者，子及び父母（以下「配偶者等」という。）であった者（前号に該当する者を除く。） 

当該死者の疾病又は死亡に関する情報及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰

謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては，当該死者から相

続を原因として取得した権利義務に関する情報 

(３) 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 当該死者から相続を原因として取得した権利義務

に関する情報 

(４) 前３号に掲げる者のほか，実施機関が委員会の意見を聴いて開示請求を認めた者 委員会の意見を

聴いて認めた範囲の情報 

（開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は，本人又はその法定代理人であることを明らかにして，次に掲げる事項を記載した請

求書を実施機関に提出して行わなければならない。 

(１) 氏名及び住所 

(２) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 前項の場合において，開示請求をする者は，市規則で定めるところにより，実施機関に対し，開示請求

に係る自己情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては，開示請求に係る自己情

報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは，開示請求をした者（以下「開示請

求者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合に

おいて，実施機関は，開示請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

４ 実施機関は，保有特定個人情報の開示請求を除き，本人が開示請求をすることが著しく困難であると認

める場合において，本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは，市規則で定めると

ころにより，代理人による開示請求を認めることができる。 

５ 実施機関は，保有特定個人情報の開示請求にあっては，代理人による開示請求を認めるものとする。 

（自己情報の開示義務） 

第２０条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報（以下

「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き，開示請求者に対し，当該開示請求に係

る自己情報を開示しなければならない。 

(１) 開示請求者（第１８条第２項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わっ

て開示請求をする場合にあっては，当該本人をいう。次号及び第３号，次条第２項，第２２条第２項並

びに第２７条第１項において同じ。）の生命，健康，生活又は財産を害するおそれがある情報 

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより，開示請求者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが，開示するこ

とにより，なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情報

を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ，又は知ることが予定されている

情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。），独立行政法人等（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第２条第９項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法
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（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役

員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当

該情報のうち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分 

(３) 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を

除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって，開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利

益を明らかに害すると認められるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示

することが必要であると認められる情報を除く。 

(４) 市の機関並びに国，独立行政法人等，他の地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体（以

下「国等」という。）の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって，開示する

ことにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(５) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって，開示することにより，次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれが

あるもの 

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正確な事実の把握を著

しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし，若しくはその発見を著しく困

難にするおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著し

く害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政

法人に係る事業に関し，その企業経営上の正当な利益を著しく害するおそれ 

(６) 実施機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であっ

て，当該個人又は当該法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を

付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし，人の

生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認められる情報を除く。 

(７) 開示することにより，人の生命，健康，生活又は財産の保護，犯罪の予防又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報 

(８) 法令等の規定により，又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により開示する

ことができない情報 

（部分開示） 

第２１条 実施機関は，開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において，不開示

情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除いた部

分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る自己情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも

のに限る。）が含まれている場合において，当該情報のうち，氏名，生年月日その他の開示請求者以外の

特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより，開示しても，開示請求者

以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは，当該部分を除いた部分は，同号の情

報に含まれないものとみなして，前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第２２条 実施機関は，開示請求に係る自己情報に不開示情報（第２０条第８号に掲げる情報を除く。）が

含まれている場合であっても，公益上特に必要があると認めるときは，開示請求者に対し，当該自己情報

を開示することができる。 

２ 実施機関は，前項の規定により第２０条第２号に掲げる情報を開示しようとする場合には，開示請求者

以外の個人の権利利益が適正に保護されるよう特段の配慮をしなければならない。 

（開示請求に係る自己情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し，当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで，不開示情

報を開示することとなるときは，実施機関は，当該自己情報の存否を明らかにしないで，当該開示請求を

拒否することができる。 

（開示請求に対する決定等） 

第２４条 実施機関は，開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは，その旨の決定をし，開

示請求者に対し，速やかに，その旨及び自己情報の開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通

知しなければならない。 

２ 実施機関は，開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否する
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とき及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。）は，開示をしない旨の決定をし，開示

請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による自己情報の一部を開示する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知を

するときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第２５条 前条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は，開示請求があった日から起算

して１５日以内にしなければならない。ただし，第１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあって

は，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間

内に開示決定等をすることができないときは，開示請求があった日から起算して６０日を限度としてその

期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，開示請求者に

対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 開示請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあっ

ては，当該延長後の期間）内に開示決定等をしないときは，前条第２項の規定による自己情報の全部を開

示しない旨の決定（以下「不開示決定」という。）があったものとみなすことができる。 

（開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る自己情報が著しく大量であるため，開示請求があった日から起算して６０日（第

１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた日数）

以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場

合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，開示請求に係る自己情報のうちの相当

の部分につき当該期間内に開示決定等をし，残りの自己情報については相当の期間内に開示決定等をすれ

ば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，開示請求者に対し，次に掲

げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 本項を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの自己情報について開示決定等をする期限 

２ 開示請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る自己情報については，前条第３

項の規定は，適用しない。 

３ 開示請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が開示決定等をしないときは，同号の残り

の自己情報について不開示決定があったものとみなすことができる。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２７条 開示請求に係る自己情報に市，国等及び開示請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関

する情報が含まれているときは，実施機関は，開示決定等に先立ち，当該情報に係る第三者に対し，開示

請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定める事項を通知して，意見書を提出する機会

を与えることができる。 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，第２４条第１項の決定（以下「開示決定」という。）

に先立ち，当該第三者に対し，開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定める事項

を書面により通知して，意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，当該第三者の所在が判

明しない場合は，この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を開示しようとする場合であって，当該情報が第２０

条第２号イ，同条第３号ただし書又は同条第６号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を第２２条第１項の規定により開示しようとするとき。 

３ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対

の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において，開示決定をするとき

は，開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合にお

いて，実施機関は，開示決定後直ちに，当該反対意見書を提出した第三者に対し，開示決定をした旨及び

その理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第２８条 実施機関は，開示決定をしたときは，開示請求者に対し，速やかに，当該開示請求に係る自己情

報を開示しなければならない。 

２ 前項の規定による自己情報の開示は，当該自己情報が，文書又は図画に記録されているときは閲覧又は

写しの交付により，電磁的記録に記録されているときはその種別，情報化の進展状況等を勘案して市規則

で定める方法により行う。この場合において，開示請求者が閲覧又は写しの交付（電磁的記録にあっては

市規則で定める方法を含む。）以外の方法を求めた場合において特別の理由があると認めるときは，これ

に応じるよう努めるものとする。 

３ 実施機関は，自己情報を開示することにより，当該自己情報が記録されている行政文書の汚損，破損等

のおそれがあるとき，第２１条の規定により自己情報を開示するときその他正当な理由があるときは，前
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項の規定にかかわらず，当該行政文書を複写したものの閲覧又は写しの交付により，同項の開示に代える

ことができる。 

４ 自己情報の開示は，実施機関が指定する日時及び場所において行う。 

（開示請求の特例） 

第２９条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については，第１９条の規定にかかわらず，当該実施

機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。 

２ 前項の規定により開示請求をする者は，実施機関の定めるところにより，当該実施機関に対し，開示請

求に係る自己情報の本人であること（第１８条第２項の規定による開示請求にあっては，開示請求に係る

自己情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による開示請求があったときは，第２４条及び前条の規定にかかわらず，当

該実施機関が定める方法により，速やかに，当該個人情報を開示するものとする。 

（費用負担） 

第３０条 自己情報の開示に係る手数料は，徴収しないものとする。 

２ 開示請求に係る自己情報が記録されている行政文書（第２８条第３項に規定する行政文書を複写したも

の及び電磁的記録にあっては同条第２項の市規則で定める方法によるものを含む。）の写し等の交付を受

ける者は，当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

（他の制度との調整） 

第３１条 この節の規定は，法令又は他の条例の規定により，開示請求者に対し閲覧，縦覧等又は謄本，抄

本等の交付が認められている保有個人情報にあっては，当該法令又は当該他の条例が定める方法（開示の

期間が定められている場合にあっては，当該期間内に限る。）と同一の方法による開示については，適用

しない。 

第２節 訂正，削除等の請求 

（訂正請求権） 

第３２条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己情報の事実に関する事項に誤りがあると

思料するときは，その訂正を請求することができる。ただし，当該自己情報の訂正に関して法令又は他の

条例の規定により特別の手続が定められているときは，この限りでない。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下「訂正

請求」という。）をすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，当該各号に定める死者の個人情報を自己情報として訂正請求をす

ることができる。 

(１) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報 

(２) 死者の配偶者等であった者（前号に該当する者を除く。） 当該死者の疾病又は死亡に関する情報

及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する

情報並びに死者の相続人である場合にあっては，当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関

する情報 

(３) 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 当該死者から相続を原因として取得した権利義務

に関する情報 

(４) 前３号に掲げる者のほか，実施機関が委員会の意見を聴いて訂正請求を認めた者 委員会の意見を

聴いて認めた範囲の情報 

（訂正請求の手続） 

第３３条 訂正請求は，本人又はその法定代理人であることを明らかにして，次に掲げる事項を記載した請

求書を実施機関に提出して行わなければならない。 

(１) 氏名及び住所 

(２) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

(３) 請求の趣旨及び理由 

(４) 前３号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 前項の請求書には，当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を添付しなければなら

ない。 

３ 第１項の場合において，訂正請求をする者は，市規則で定めるところにより，実施機関に対し，訂正請

求に係る自己情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては，訂正請求に係る自己

情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

４ 実施機関は，第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは，訂正請求をした者（以下「訂正請

求者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合に

おいて，実施機関は，訂正請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

５ 実施機関は，保有特定個人情報の訂正請求を除き，本人が訂正請求をすることが著しく困難であると認
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める場合において，本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは，市規則で定めると

ころにより，代理人による訂正請求を認めることができる。 

６ 実施機関は，保有特定個人情報の訂正請求にあっては，代理人による訂正請求を認めるものとする。 

（利用及び外部提供の停止） 

第３４条 実施機関は，訂正請求があったときは，第３７条の決定をするまでの間，当該自己情報の利用又

は目的外利用若しくは外部提供を停止しなければならない。ただし，停止によって実施機関の正当な職務

執行に支障が生じる場合は，この限りでない。 

（自己情報の訂正義務） 

第３５条 実施機関は，訂正請求があった場合において，当該訂正請求に理由があると認めるときは，当該

訂正請求に係る自己情報の利用目的の達成に必要な範囲内で，当該自己情報の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に係る自己情報の存否に関する情報） 

第３６条 訂正請求に対し，当該訂正請求に係る自己情報の訂正をするか否かを答えるだけで，不開示情報

を開示することとなるときは，実施機関は，当該訂正請求を拒否することができる。 

（訂正請求に対する決定等） 

第３７条 実施機関は，訂正請求に係る自己情報の全部又は一部を訂正するときは，その旨の決定をし，訂

正請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は，訂正請求に係る自己情報の全部を訂正しないとき（前条の規定により訂正請求を拒否する

とき及び訂正請求に係る自己情報を保有していないときを含む。）は，訂正をしない旨の決定をし，訂正

請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による自己情報の一部を訂正する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知を

するときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第３８条 前条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）は，訂正請求があった日から起算

して３０日以内にしなければならない。ただし，第３３条第４項の規定により補正を求めた場合にあって

は，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間

内に訂正決定等をすることができないときは，訂正請求があった日から起算して６０日を限度としてその

期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，訂正請求者に

対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 訂正請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあっ

ては，当該延長後の期間）内に訂正決定等をしないときは，前条第２項の規定による自己情報の全部を訂

正しない旨の決定があったものとみなすことができる。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第３９条 訂正請求に係る自己情報が著しく大量であるため，訂正請求があった日から起算して６０日（第

３３条第４項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた日数）

以内にそのすべてについて訂正決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場

合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，訂正請求に係る自己情報のうちの相当

の部分につき当該期間内に訂正決定等をし，残りの自己情報については相当の期間内に訂正決定等をすれ

ば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，訂正請求者に対し，次に掲

げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 本項を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの自己情報について訂正決定等をする期限 

２ 訂正請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る自己情報については，前条第３

項の規定は，適用しない。 

３ 訂正請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が訂正決定等をしないときは，同号の残り

の自己情報について第３７条第２項の規定による自己情報の全部を訂正しない旨の決定があったものとみ

なすことができる。 

（訂正の実施） 

第４０条 実施機関は，第３７条第１項の決定をしたときは，速やかに，当該訂正請求に係る自己情報の訂

正をしなければならない。 

２ 実施機関は，前項の規定により自己情報の訂正を行ったときは，その旨を訂正請求者に通知しなければ

ならない。 

（外部提供先への通知） 

第４１条 実施機関は，前条第１項の規定により自己情報の訂正を行った場合において，必要があると認め

るときは，当該自己情報の外部提供を受けたもの（情報提供等記録にあっては，内閣総理大臣及び番号法

第１９条第８号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項及び第２項
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に規定する記録に記録された者であって，当該実施機関以外のものに限る。））に対し，遅滞なく，その

旨を通知するものとする。 

（削除等請求権） 

第４２条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己情報（情報提供等記録に係る自己情報を

除く。以下この条から第５０条までにおいて同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは，

当該各号に定める措置を請求することができる。ただし，当該自己情報の削除，利用若しくは目的外利用

の中止又は外部提供の中止（以下「削除等」という。）に関して法令又は他の条例の規定により特別の手

続が定められているときは，この限りでない。 

(１) 第６条の規定に違反して収集され，保有され，若しくは利用されているとき，第７条の規定に違反

して収集されているとき，第１２条若しくは第１４条の２の規定に違反して目的外利用され，若しくは

されようとしているとき，番号法第２０条の規定に違反して収集され，若しくは保管されているとき又

は番号法第２９条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する

特定個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき 当該自己情報の削除又は利用若しくは目的外

利用の中止 

(２) 第１２条又は第１４条の３の規定に違反して外部提供され，又はされようとしているとき 当該自

己情報の外部提供の中止 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による削除等の請求（以下「削

除等請求」という。）をすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，当該各号に定める死者の個人情報を自己情報として削除等請求を

することができる。 

(１) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報 

(２) 死者の配偶者等であった者（前号に該当する者を除く。） 当該死者の疾病又は死亡に関する情報

及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する

情報並びに死者の相続人である場合にあっては，当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関

する情報 

(３) 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 当該死者から相続を原因として取得した権利義務

に関する情報 

(４) 前３号に掲げる者のほか，実施機関が委員会の意見を聴いて削除等請求を認めた者 委員会の意見

を聴いて認めた範囲の情報 

（削除等請求の手続） 

第４３条 削除等請求は，本人又はその法定代理人であることを明らかにして，次に掲げる事項を記載した

請求書を実施機関に提出して行わなければならない。 

(１) 氏名及び住所 

(２) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

(３) 請求の趣旨及び理由 

(４) 前３号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 前項の場合において，削除等請求をする者は，市規則で定めるところにより，実施機関に対し，削除等

請求に係る自己情報の本人であること（前条第２項の規定による削除等請求にあっては，削除等請求に係

る自己情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは，削除等請求をした者（以下「削除

等請求者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場

合において，実施機関は，削除等請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

４ 実施機関は，保有特定個人情報の削除等請求を除き，本人が削除等請求をすることが著しく困難である

と認める場合において，本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは，市規則で定め

るところにより，代理人による削除等請求を認めることができる。 

５ 実施機関は，保有特定個人情報の削除等請求にあっては，代理人による削除等請求を認めるものとする。 

（利用及び外部提供の停止） 

第４４条 実施機関は，削除等請求があったときは，第４７条の決定をするまでの間，当該自己情報の利用

又は目的外利用若しくは外部提供を停止しなければならない。ただし，停止によって実施機関の正当な職

務執行に支障が生じる場合は，この限りでない。 

（自己情報の削除等義務） 

第４５条 実施機関は，削除等請求があった場合において，当該削除等請求に理由があると認めるときは，

当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で，当該削除等請求に係る自

己情報の削除等をしなければならない。ただし，当該自己情報の削除等をすることにより，当該自己情報

の利用目的に係る事務の性質上，当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる
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ときは，この限りでない。 

（削除等請求に係る自己情報の存否に関する情報） 

第４６条 削除等請求に対し，当該削除等請求に係る自己情報の削除等をするか否かを答えるだけで，不開

示情報を開示することとなるときは，実施機関は，当該削除等請求を拒否することができる。 

（削除等請求に対する決定等） 

第４７条 実施機関は，削除等請求に係る自己情報の全部又は一部の削除等をするときは，その旨の決定を

し，削除等請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は，削除等請求に係る自己情報の全部の削除等をしないとき（前条の規定により削除等請求を

拒否するとき及び削除等請求に係る自己情報を保有していないときを含む。）は，削除等をしない旨の決

定をし，削除等請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による自己情報の一部の削除等をする旨の決定又は前項の決定をした旨の通

知をするときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（削除等決定等の期限） 

第４８条 前条第１項及び第２項の決定（以下「削除等決定等」という。）は，削除等請求があった日から

起算して３０日以内にしなければならない。ただし，第４３条第３項の規定により補正を求めた場合にあ

っては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間

内に削除等決定等をすることができないときは，削除等請求があった日から起算して６０日を限度として

その期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，削除等請

求者に対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 削除等請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあ

っては，当該延長後の期間）内に削除等決定等をしないときは，前条第２項の規定による自己情報の全部

の削除等をしない旨の決定があったものとみなすことができる。 

（削除等決定等の期限の特例） 

第４９条 削除等請求に係る自己情報が著しく大量であるため，削除等請求があった日から起算して６０日

（第４３条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた日

数）以内にそのすべてについて削除等決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれが

ある場合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，削除等請求に係る自己情報のう

ちの相当の部分につき当該期間内に削除等決定等をし，残りの自己情報については相当の期間内に削除等

決定等をすれば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，削除等請求者

に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 本項を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの自己情報について削除等決定等をする期限 

２ 削除等請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る自己情報については，前条第

３項の規定は，適用しない。 

３ 削除等請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が削除等決定等をしないときは，同号の

残りの自己情報について第４７条第２項の規定による自己情報の全部の削除等をしない旨の決定があった

ものとみなすことができる。 

（削除等の実施） 

第５０条 実施機関は，第４７条第１項の決定をしたときは，速やかに，当該削除等請求に係る自己情報の

削除等をしなければならない。 

２ 実施機関は，前項の規定により自己情報の削除等を行ったときは，その旨を削除等請求者に通知しなけ

ればならない。 

第５章 苦情処理及び救済手続 

（苦情処理） 

第５１条 何人も，実施機関における自己に関する個人情報の取扱いについて苦情があるときは，市規則で

定めるところにより，当該実施機関に対してその苦情を申し出ることができる。 

２ 実施機関は，前項の規定による苦情の申出（以下「苦情の申出」という。）があったときは，速やかに，

その内容を調査しなければならない。 

３ 実施機関は，前項の規定により調査した結果，苦情の申出に正当な理由があると認めるときは，是正措

置を講じなければならない。 

４ 実施機関は，苦情の申出があった場合は，前項の規定により是正措置を講じるときを除き，委員会の意

見を聴いて，その取扱いを決定しなければならない。 

（審理員による審理手続の適用除外） 

第５１条の２ 開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る審査請求については，行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第９条第１項ただし書の規定により，同項本文の規定は，適用しない。 
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（審査会への諮問等） 

第５２条 開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があ

ったときは，当該審査請求に係る審査庁は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，遅滞なく，豊中

市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し，その議を経て，当該審査請求に対する裁決を行わなければな

らない。 

(１) 審査請求が明らかに不適法であり，却下するとき。 

(２) 裁決で，審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。

以下この号及び第５４条において同じ。）を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る自己情報の全

部を開示することとするとき。ただし，当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除

く。 

(３) 裁決で，審査請求に係る訂正決定等（訂正請求に係る自己情報の全部を訂正する旨の決定を除く。）

を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る自己情報の全部を訂正することとするとき。 

(４) 裁決で，審査請求に係る削除等決定等（削除等請求に係る自己情報の全部の削除等をする旨の決定

を除く。）を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る自己情報の全部の削除等をすることとすると

き。 

２ 前項の規定による諮問は，行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用される同法第２９条第

２項の弁明書の写しを添付してしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第５３条 前条第１項の規定により諮問をした審査庁は，次に掲げるものに対し，諮問をした旨を通知しな

ければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この条及び

次条第２号において同じ。） 

(２) 開示請求者，訂正請求者又は削除等請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又

は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第５４条 第２７条第３項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る開示決定等を変更し，当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の裁決（第三者

である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

第６章 事業者が取り扱う個人情報の保護 

（事業者の役割） 

第５５条 事業者は，その事業活動において市民の権利利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に

努めるとともに，個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は，次に掲げる個人情報については，個人の権利利益を侵害することがないよう特に慎重に取り

扱うよう努めなければならない。 

(１) 思想，信条及び宗教に関する個人情報 

(２) 社会的身分，門地，犯罪その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 

（事業者に対する啓発，助言等） 

第５６条 市長は，個人情報の適正な取扱いを確保するため，事業者に対し，啓発，助言，指導等を行うよ

う努めるものとする。 

（事業者に対する措置） 

第５７条 市長は，個人情報を取り扱う事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めると

きは，当該事業者に対し，事実を明らかにするために必要な限度において，説明又は資料の提出を求める

ことができる。 

２ 市長は，個人情報を取り扱う事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは，当該

事業者に対し，その取扱いを是正するよう勧告することができる。 

３ 市長は，事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，あらかじめ委員会の意見を聴いて，その事実

を公表することができる。 

(１) 第１項の規定による説明又は資料の提出を求めた場合において，正当な理由がなく説明又は資料の

提出をしないとき。 

(２) 前項の規定による勧告をした場合において，正当な理由がなくその勧告に従わないとき。 

４ 市長は，前項の規定により公表しようとするときは，あらかじめ，公表の対象となる者にその旨を通知

し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

５ 前各項の規定は，事業者における個人情報の取扱いについて番号法第３３条から第３５条までの規定が

適用される場合は，適用しない。 
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（相談体制の整備等） 

第５８条 市長は，個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理される

ようにするため，相談体制の整備及び関係機関への苦情処理のあっせんに努めるものとする。 

第７章 雑則 

（国等との協力） 

第５９条 市長は，個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは，国若しくは他の地方公共団体に

協力を求め，又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応じるものとする。 

（運用状況の公表） 

第６０条 市長は，毎年度１回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ，公表しなければなら

ない。 

（出資法人が保有する個人情報の保護） 

第６１条 市が出資する法人で市規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）は，この条例の趣旨にの

っとり，その保有する個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。 

２ 市長は，出資法人に対し，当該出資法人が保有する個人情報の保護が適切になされるよう必要な措置を

講じなければならない。 

（委任） 

第６２条 この条例の施行について必要な事項は，市規則で定める。 

第８章 罰則 

第６３条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第１０条第１項の受託業務若しくは第１２条第２項

の規定により外部提供を受けたものの当該外部提供に係る業務に従事している者若しくは従事していた者

が，正当な理由がないのに，個人の秘密に属する事項が記録された第２条第６号アに係る個人情報ファイ

ル（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を提供したときは，２年以下の懲役又は１，

０００，０００円以下の罰金に処する。 

２ 指定管理業務に従事している者又は従事していた者が，正当な理由がないのに，個人の秘密に属する事

項が記録された指定管理者保有個人情報を含む情報の集合物であって，一定の事務の目的を達成するため

に特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

の（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を提供したときは，２年以下の懲役又は１，

０００，０００円以下の罰金に処する。 

第６４条 前条第１項に規定する者が，その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は５００，０００円以下の罰金に

処する。 

２ 前条第２項に規定する者が，その業務に関して知り得た指定管理者保有個人情報を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は５００，０００円以下の罰

金に処する。 

第６５条 実施機関の職員がその職権を濫用して，専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に

属する事項が記録された文書，図画又は電磁的記録を収集したときは，１年以下の懲役又は５００，００

０円以下の罰金に処する。 

第６６条 第６３条第１項に規定する者が，正当な理由がないのに，その業務に関して知り得た保有個人情

報に係る個人の秘密を漏らしたときは，１年以下の懲役又は３０，０００円以下の罰金に処する。 

２ 第６３条第２項に規定する者が，正当な理由がないのに，その業務に関して知り得た指定管理者保有個

人情報に係る個人の秘密を漏らしたときは，１年以下の懲役又は３０，０００円以下の罰金に処する。 

第６７条 法人等の代表者又は法人等若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人等又は人の

業務に関して，第６３条，第６４条又は前条の違反行為をしたときは，その行為者を罰するほか，その法

人等又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

第６８条 第６３条から第６６条までの規定は，豊中市以外の区域においてこれらの条の罪を犯した者にも

適用する。 

第６９条 偽りその他不正の手段により，開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者に対し，５０，

０００円以下の過料を科する。 

附 則 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７．９規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

２ この条例の施行の際，この条例による改正前の豊中市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第

２０条の規定により，現になされている自己情報の開示，訂正，削除又は目的外利用若しくは外部提供の

中止の請求（以下「旧請求」という。）は，この条例による改正後の豊中市個人情報保護条例（以下「新

条例」という。）第１９条，第３３条又は第４３条の規定による開示請求，訂正請求又は削除等請求とみ

なす。 
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３ この条例の施行の際，現に旧条例第２６条の規定により豊中市情報公開・個人情報保護審査会に対して

なされている諮問（以下「旧諮問」という。）は，新条例第５２条の規定によりなされた豊中市情報公開・

個人情報保護審査会に対する諮問とみなす。 

４ 前２項に規定するもののほか，この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧請求又は旧諮問

に係る処分，手続その他の行為は，新条例中にこれに相当する規定がある場合には，新条例の相当規定に

よってなされたものとみなす。 

５ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

６～８ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１８年３月３１日条例第７号） 

この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日条例第８号） 

この条例は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日条例第３号抄） 

１ この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月１日条例第１８号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２２日条例第３３号抄） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。〔以下略〕 

附 則（平成２７年９月２９日条例第５４号） 

この条例は，平成２７年１０月５日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める

日から施行する。 

(１) 第１条中豊中市個人情報保護条例第２０条の改正規定及び第３条の規定 公布の日 

(２) 第２条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日 

附 則（平成２８年３月２４日条例第４号抄） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２条中豊中市個人情報保護条例第６３条第

１項の改正規定及び第３条中豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例第１条の改正規定並びに附則第３

項の規定は，公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例，豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個人情報

保護審査会条例の規定は，この条例の施行の日以後になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等

に係る審査請求について適用し，同日前になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る不服

申立てについては，なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月２３日条例第１号） 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１２月２３日条例第４４号抄） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 
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(3) 豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

公布 令和 ４年１２月２３日 条例第４４号 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の施

行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は，法の例による。 

（条例個人情報ファイル簿） 

第３条 実施機関（市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評

価審査委員会，上下水道事業管理者，病院事業管理者及び消防長をいう。）及び財産区（以下「実施機関

等」という。）は，保有している法第７４条第２項第９号に規定する個人情報ファイル（以下「条例個人

情報ファイル」という。）について，次に掲げる事項を記載した帳簿（以下「条例個人情報ファイル簿」

という。）を作成し，公表しなければならない。 

(１) 条例個人情報ファイルの名称 

(２) 当該実施機関等の名称及び条例個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

(３) 条例個人情報ファイルの利用目的 

(４) 条例個人情報ファイルに記録される項目（以下「条例記録項目」という。）及び本人（他の個人の

氏名，生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。）として条例個人情報ファイルに記

録される個人の範囲 

(５) 条例個人情報ファイルに記録される個人情報（以下「条例記録情報」という。）の収集方法 

(６) 条例記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは，その旨 

(７) 条例記録情報を当該実施機関等以外の者に経常的に提供する場合には，その提供先 

(８) 法第７６条第１項，法第９０条第１項又は法第９８条第１項の規定による請求を受理する組織の名

称及び所在地 

(９) 法第９０条第１項ただし書又は法第９８条第１項ただし書に該当するときは，その旨 

(10) その他市規則で定める事項 

２ 前項の規定は，条例個人情報ファイルであって，法第７４条第２項第１号から第８号まで及び第１０号

並びに法第７５条第２項第２号及び第３号に掲げる個人情報ファイルについては，適用しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず，実施機関等は，条例記録項目の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に

掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し，又は条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に

掲載することにより，利用目的に係る事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めるときは，その条例記録項目の一部若しくは事項を記載せず，又はその条

例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 

（開示決定等の期限） 

第４条 開示決定等は，開示請求があった日から１４日以内にしなければならない。ただし，法第７７条第

３項の規定により補正を求めた場合にあっては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関等は，事務処理上の困難その他正当な理由があるときは，同項に規

定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において，実施機関等は，開示請求者に

対し，遅滞なく，延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため，開示請求があった日から４４日以内にその

全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には，前条

の規定にかかわらず，実施機関等は，開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内

に開示決定等をし，残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合

において，実施機関等は，同条第１項に規定する期間内に，開示請求者に対し，次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（手数料等） 

第６条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は，零円とする。 
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２ 法第８７条第１項の規定により写し等の交付を受ける者は，当該写し等の作成及び送付に要する費用を

負担しなければならない。 

３ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

（運用状況の公表） 

第７条 市長は，毎年度１回各実施機関等における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ，公表しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は，市規則で定める。 

附 則抄 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号）は，廃止する。 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に前項の規定による廃止前の豊中市個人情報保護条

例（以下「旧条例」という。）第１８条，第３２条又は第４２条の規定による請求がされた場合における

旧条例に規定する自己情報の開示，訂正又は削除等については，なお従前の例による。 

４ 施行日前に旧条例第５１条の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する苦情の申出につい

ては，なお従前の例による。 

５，６ 他の条例の一部改正〔略〕 

７ 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕 

８～10 他の条例の一部改正〔略〕 
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(4) 豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会条例 

 

公布 平成 元年 ４月 １日 条例第 ７号 

沿革 平成１３年 ４月 ２日 条例第２８号 

平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

 

 

（設置） 

第１条 豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「情報公開条例」という。）及び豊中

市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号。以下「保護条例」という。）の適正かつ円滑な運

営を図るため，市長の附属機関として，豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，情報公開条例第２条第１号及び保護条例第２条第１号に規定する実施機関の諮問に応じ，

次の各号に掲げる事項について審議する。 

(１) 保護条例の規定によりその権限に属する事項 

(２) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項 

(３) 前各号に規定するもののほか実施機関が必要と認める事項 

２ 委員会は，情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について，市長に建議することができ

る。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員１３人以内をもって組織する。 

２ 委員は，市民及び学識経験を有する者のうちから，市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１人を置き，委員のうちから互選によりこれを定める。 

２ 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（意見聴取等） 

第６条 委員会は，審議のため必要があると認めるときは，関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き，

又は書類の提出を求めることができる。 

（委員の責務） 

第７条 委員会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，同様と

する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成元年８月規則第３８号により，平成元年８月２４日から施行〕 

２ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１３年４月２日条例第２８号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１３年９月規則第６８号により，平成１３年１０月１日から施行〕 

附 則（平成１７年４月１日条例第１９号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１年９月規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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(5) 豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

公布 平成 元年 ４月 １日 条例第 ８号  

沿革 平成１３年 ４月 ２日 条例第３０号  

平成１７年 ４月 １日 条例第１９号  

平成１９年 ３月２３日 条例第 １号  

平成２８年 ３月２４日 条例第 ４号  

 

 

（設置） 

第１条 豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「情報公開条例」という。）第１８条

及び豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号。以下「保護条例」という。）第５２条の

規定による諮問に応じて審査させるため，市長の附属機関として，豊中市情報公開・個人情報保護審査会

（以下「審査会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 審査会は，委員５人をもって組織する。 

２ 委員は，情報公開及び個人情報の保護に関し，学識経験を有する者のうちから，市長が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

（会長） 

第４条 審査会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，審査会を代表し，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは，あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

（審査会の調査権限） 

第５条 審査会は，必要があると認めるときは，実施機関（情報公開条例第２条第１号及び保護条例第２条

第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。）に対し，審査請求に係る行政文書（情報公開条例第２条

第２号に規定する行政文書をいう。以下同じ。）の提示を求めることができる。この場合においては，何

人も，審査会に対し，その提示された行政文書の開示を求めることができない。 

２ 審査会は，必要があると認めるときは，実施機関に対し，審査請求に係る行政文書に記録されている情

報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し，審査会に提出するよう求めるこ

とができる。 

３ 実施機関は，審査会から前２項の規定による求めがあったときは，これを拒んではならない。 

４ 第１項及び第２項に定めるもののほか，審査会は，審査請求に係る事件に関し，審査請求人，参加人（行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又は実

施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること，適当と認める者にその

知っている事実を陳述させ，又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述） 

第６条 審査会は，審査請求人等から申立てがあったときは，当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会

を与えなければならない。ただし，審査会が，その必要がないと認めるときは，この限りでない。 

２ 前項本文の規定による意見の陳述（以下「口頭意見陳述」という。）は，審査会が期日及び場所を指定

し，全ての審査請求人等を招集してさせるものとする。 

３ 第１項本文の場合においては，審査請求人又は参加人は，審査会の許可を得て，補佐人とともに出頭す

ることができる。 

４ 口頭意見陳述において，会長は，審査請求人等のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他

相当でない場合には，これを制限することができる。 

５ 口頭意見陳述に際し，審査請求人又は参加人は，審査会の許可を得て，審査請求に係る事件に関し，実

施機関に対して，質問を発することができる。 

（意見書等の提出） 

第７条 審査請求人等は，審査会に対し，意見書又は資料を提出することができる。ただし，審査会が意見

書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは，その期間内にこれを提出しなければならない。 

（提出資料の写しの送付等） 

第８条 審査会は，第５条第２項若しくは第４項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったとき

は，当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付

するものとする。ただし，第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由がある

ときは，この限りでない。 

２ 審査請求人等は，審査会に対し，審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付（以下「閲
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覧等」という。）を求めることができる。この場合において，審査会は，第三者の利益を害するおそれが

あると認めるときその他正当な理由があるときでなければ，当該閲覧等を拒むことができない。 

３ 審査会は，第１項の規定による送付をし，又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは，当該

送付又は閲覧等に係る意見書を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし，審査会が，

その必要がないと認めるときは，この限りでない。 

４ 第２項の規定により意見書又は資料の写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は，当該写しの作成及

び送付に要する費用を負担しなければならない。 

５ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

６ 審査会は，第２項の規定による閲覧等について，その日時及び場所を指定することができる。 

（会議の非公開） 

第９条 審査会の会議は，公開しない。 

（答申書の送付等） 

第１０条 審査会は，諮問に対する答申をしたときは，答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付すると

ともに，答申の内容を公表するものとする。 

（委員の責務） 

第１１条 審査会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，同様

とする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか，審査会の組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成元年９月規則第５３号により，平成元年１０月１日から施行〕 

２ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１３年４月２日条例第３０号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１３年９月規則第７２号により，平成１３年１０月１日から施行〕 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の豊中市公文書開示・個人情報保護審査会条例の規定に

よりなされた手続その他の行為は，この条例による改正後の豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例（以

下「改正後の条例」という。）中にこれに相当する規定がある場合には，改正後の条例の相当規定によっ

てなされたものとみなす。 

３ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１７年４月１日条例第１９号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７年９月規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２４日条例第４号抄） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２条中豊中市個人情報保護条例第６３条第

１項の改正規定及び第３条中豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例第１条の改正規定並びに附則第３

項の規定は，公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例，豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個人情報

保護審査会条例の規定は，この条例の施行の日以後になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等

に係る審査請求について適用し，同日前になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る不服

申立てについては，なお従前の例による。 
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 (6) 審議会等の会議の公開の実施に関する要領 
 

（平成１３年１０月 １日 実施） 

 

 

第１ 目的 

この要領は，豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「条例」という。）第

２３条の規定に基づく審議会等の会議の公開の実施に関し，必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

第２ 公開，非公開の決定 

１ 審議会等の会議の公開，非公開については，条例に基づき，当該審議会等がその会議において

決定するものとする。ただし，新たに設置される審議会等であって，審議会等の設置の趣旨，目

的等から当該審議会等の会議を公開することが条例に基づき明らかな場合は，当該審議会等を設

置する執行機関が会議を公開することを決定することができる。 

２ 審議会等は，会議の公開，非公開を決定するときは，原則として，当該決定後に開催するすべ

ての会議について，一括して決定するものとする。この場合において，条例第７条各号に掲げる

いずれかの情報（以下「非公開情報」という。）に関し審議等を行う会議（その一部において非

公開情報に関し審議等を行う場合を含む。）に限り非公開とする旨の決定を行うことができる。 

３ 審議会等は，個々の会議において審議等を行う情報が非公開情報に該当するか否かの決定権限

を，あらかじめ当該審議会等の長（部会等にあっては，部会等の長）に委任することができるも

のとする。 

４ 審議会等は，会議を公開しないことを決定したときは，その理由を明らかにするものとする。 

５ 審議会等は，その所掌事項に変更があった場合又は社会情勢に変化等があった場合は，適宜会

議の公開，非公開について見直しを行うものとする。 

 

第３ 公開の方法等 

１ 審議会等の会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めることにより行

うものとする。ただし，市長が別に定める方法により会議を公開する必要があると認める場合に

おいては，この限りでない。 

２ 審議会等は，公開で行う会議については，あらかじめ傍聴を認める定員を定め，当該会議の会

場に傍聴席を設けるものとする。ただし，公正かつ円滑な審議等が阻害されるおそれ又は特に必

要があると市長が認めるときは，モニターテレビによる傍聴ができる場所に傍聴席を設けること

ができる。 

３ 審議会等は，公開で行う会議については，当該会議の会議次第及び会議資料を傍聴者に配付す

るものとする。 

４ 審議会等は，会議を円滑に運営するため，傍聴に係る遵守事項等を定め，会場の秩序維持に努

めるものとする。 

 

第４ 会議開催の周知 

審議会等は，公開で行う会議の開催の周知を図るため，会議の開催日の１週間前までに，次の事

項を記載した会議開催のお知らせ（様式第１号）を市政情報コーナー及び当該審議会等の事務局で

市民等の閲覧に供するとともに，広報誌等の活用に努めるものとする。ただし，会議を緊急に開催

する必要が生じたときは，この限りでない。 

(1) 会議の開催日時及び場所 

(2) 議題 

(3) 傍聴者の定員 

(4) 傍聴手続 

(5) 問い合わせ先 
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(6) その他必要な事項 

 

第５ 情報の提供 

１ 審議会等は，会議を開催したときは，速やかに次に掲げる事項を記載した会議録 

（様式第２号）を作成するものとする。ただし，非公開情報に係る事項については，記載しない

ものとする。 

(1) 会議の名称 

(2) 開催日時及び場所 

(3) 公開の可否 

(4) 公開した場合は，傍聴者数 

(5) 公開しなかった場合（会議の一部について公開しなかった場合を含む。）は，その理由 

(6) 出席者 

(7) 議題 

(8) 審議等の概要（主な発言要旨） 

(9) 事務局 

２ 審議会等は，１の会議録及びこれに係る会議資料を市政情報コーナーにおいて市民 

等の閲覧に供するものとする。ただし，非公開で行った会議に係る会議資料（その一部を非公開

で行った会議にあってはその部分に係る会議資料）については，この限りでない。 

３ 市長は，審議会等の名称，所掌事項等の一覧表を作成し，市政情報コーナーにおいて，市民等

の閲覧に供するものとする。 

４ 市長は，毎年度１回会議の公開の状況を取りまとめ，公表するものとする。 

 

第６ その他 

この要領に定めるもののほか，審議会等の会議の公開の実施について必要な事項は，別に定め

る。 

附 則 

１ この要領は，平成１３年１０月１日から実施する。 

２ この要領の施行日前に審議会等の会議の公開に関する指針（平成１１年６月１日策定）によりな

された手続その他の行為は，この要領によってなされたものとみなす。 

附 則 

この要領は，令和２年４月２０日から実施する。 

附 則 

この要領は，令和３年１月１日から実施する。 

附 則 

この要領は，令和４年４月１日から実施する。 

 

 

 （様式第１号及び様式第２号 省略） 
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